
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
案
）
新
旧
対
照
条
文
目
次

○

関
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）
（
第
一
条
関
係
）

１

○

関
税
定
率
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
（
第
二
条
関
係
）

14

○

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
六
十
九
号
）
（
第
三
条
関
係
）

36

○

通
関
業
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
三
十
七
号
）
（
第
四
条
関
係
）

37

○

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の

地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
百
二
十
五
号
）
（
第
五
条
関
係
）

44

輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
百
号
）
（
第
六
条
関
係
）

○

45

（
第
七
条
関
係
）

○

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）

48

○

コ
ン
テ
ナ
ー
に
関
す
る
通
関
条
約
及
び
国
際
道
路
運
送
手
帳
に
よ
る
担
保
の
下
で
行
な
う
貨
物
の
国
際
運
送
に
関
す
る
通
関
条
約
（
Ｔ
Ｉ
Ｒ
条
約
）

の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
七
号
）
（
第
八
条
関
係
）

50

○

相
殺
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
五
号
）
（
第
八
条
関
係
）

51

○

不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
六
号
）
（
第
八
条
関
係
）

52

○

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
二
百
二
十
号
）
（
第
九
条
関
係
）

53
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○

関
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
四
章

（
省

略
）

第
一
章
～
第
四
章

同

上

第
五
章

通
関

第
五
章

同

上

第
一
節

総
則
（
第
五
十
八
条
―
第
五
十
九
条
の
六
）

第
一
節

総
則
（
第
五
十
八
条
―
第
五
十
九
条
の
四
）

第
二
節

輸
出
申
告
の
特
例
（
第
五
十
九
条
の
七
―
第
五
十
九
条
の
十
九
）

第
二
節

輸
出
申
告
の
特
例
（
第
五
十
九
条
の
五
―
第
五
十
九
条
の
十
九
）

第
二
節
の
二

輸
入
申
告
の
特
例
（
第
五
十
九
条
の
二
十
・
第
五
十
九
条
の

二
十
一
）

第
三
節
～
第
七
節

（
省

略
）

第
三
節
～
第
七
節

同

上

第
五
章
の
二
～
第
九
章

（
省

略
）

第
五
章
の
二
～
第
九
章

同

上

附
則

附
則

（
修
正
申
告
の
手
続
）

（
修
正
申
告
の
手
続
）

第
四
条
の
十
六

法
第
七
条
の
十
四
第
一
項
（
修
正
申
告
）
の
修
正
申
告
を
し
よ

第
四
条
の
十
六

法
第
七
条
の
十
四
第
一
項
（
修
正
申
告
）
の
修
正
申
告
を
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
次
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
を
除
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

う
と
す
る
者
は
、
次
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
を
除
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
修
正
申
告
書
を
当
該
修
正
申
告
に
係
る
貨
物
に
つ
い
て
の
法
第
七
条
第

載
し
た
修
正
申
告
書
を
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

一
項
（
申
告
）
の
申
告
を
し
た
税
関
長
（
法
第
七
条
の
十
六
第
二
項
（
更
正
及

お
い
て
、
当
該
修
正
申
告
に
係
る
輸
入
申
告
書
に
添
付
し
、
若
し
く
は
そ
の
輸

び
決
定
）
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
係
る
貨
物
に
つ
い
て
の
修
正
申
告
を
し
よ
う

入
申
告
の
際
に
提
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
書
類
又
は
特
例
申
告
の
際
に

と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
決
定
を
し
た
税
関
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば

提
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
書
類
若
し
く
は
法
第
七
条
の
九
第
一
項
（
帳

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
修
正
申
告
に
係
る
輸
入
申
告
書
に
添

簿
の
備
付
け
等
）
の
規
定
に
よ
り
保
存
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
書
類
（
次

付
し
、
若
し
く
は
そ
の
輸
入
申
告
の
際
に
提
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
書

条
第
二
項
に
お
い
て
「
保
存
書
類
」
と
い
う
。
）
に
記
載
し
た
事
項
の
う
ち
に

類
又
は
特
例
申
告
の
際
に
提
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
書
類
若
し
く
は
法

当
該
修
正
申
告
に
係
る
事
項
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を

第
七
条
の
九
第
一
項
（
帳
簿
の
備
付
け
等
）
の
規
定
に
よ
り
保
存
す
べ
き
も
の

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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と
さ
れ
て
い
る
書
類
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
保
存
書
類
」
と
い
う
。
）
に

記
載
し
た
事
項
の
う
ち
に
当
該
修
正
申
告
に
係
る
事
項
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
省

略
）

一
～
五

同

上

２

法
第
七
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

２

法
第
七
条
の
十
四
第
二
項
（
補
正
に
よ
る
修
正
申
告
）
の
規
定
に
よ
り
、
先

る
納
税
申
告
に
係
る
書
面
に
記
載
し
た
課
税
標
準
及
び
税
額
を
補
正
す
る
こ
と

の
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
納
税
申
告
に
係
る
書
面
に
記
載
し
た
課
税

に
よ
り
修
正
申
告
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
税
関
長
に
そ
の
旨
を
申
し
出
て
当

標
準
及
び
税
額
を
補
正
す
る
こ
と
に
よ
り
修
正
申
告
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

該
納
税
申
告
に
係
る
書
面
の
交
付
を
受
け
、
当
該
書
面
に
記
載
し
た
課
税
標
準

税
関
長
に
そ
の
旨
を
申
し
出
て
当
該
納
税
申
告
に
係
る
書
面
の
交
付
を
受
け
、

及
び
税
額
そ
の
他
関
係
事
項
の
補
正
を
し
、
そ
の
補
正
を
し
た
箇
所
に
押
印
を

当
該
書
面
に
記
載
し
た
課
税
標
準
及
び
税
額
そ
の
他
関
係
事
項
の
補
正
を
し
、

し
て
、
こ
れ
を
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
補
正
を
し
た
箇
所
に
押
印
を
し
て
、
こ
れ
を
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
更
正
の
請
求
の
手
続
）

（
更
正
の
請
求
の
手
続
）

第
四
条
の
十
七

法
第
七
条
の
十
五
第
一
項
（
更
正
の
請
求
）
の
規
定
に
よ
る
更

第
四
条
の
十
七

法
第
七
条
の
十
五
第
一
項
（
更
正
の
請
求
）
の
規
定
に
よ
る
更

正
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
更
正
請
求

正
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
更
正
請
求

書
を
当
該
更
正
の
請
求
に
係
る
貨
物
に
つ
い
て
の
法
第
七
条
の
十
四
第
一
項
第

書
を
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
号
（
修
正
申
告
）
に
規
定
す
る
納
税
申
告
を
し
た
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
省

略
）

一
～
五

同

上

２

（
省

略
）

２

同

上

（
外
国
貨
物
を
置
く
こ
と
の
承
認
の
申
請
）

（
外
国
貨
物
を
置
く
こ
と
の
承
認
の
申
請
）

第
三
十
六
条
の
三

（
省

略
）

第
三
十
六
条
の
三

同

上

２
～
７

（
省

略
）

２
～
７

同

上

８

第
五
十
九
条
の
二
十
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お

い
て
法
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
前
段
（
輸
出
申
告
の
特
例
）
及
び
第
六
十
七

条
の
十
九
（
輸
入
申
告
の
特
例
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
九
条
の
二
十
第
二
項
中
「
前
項
の
輸
入
申
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告
（
法
第
六
十
八
条
（
輸
出
申
告
又
は
輸
入
申
告
に
際
し
て
の
提
出
書
類
）
に

規
定
す
る
書
類
及
び
法
そ
の
他
の
関
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
輸
入
申

告
の
際
に
提
出
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
書
類
の
提
出
を
含
む
。
）
」
と
あ
る

の
は
、
「
第
三
十
六
条
の
三
（
第
八
項
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
書
類
の
提
出

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
承
認
を
受
け
ず
に
外
国
貨
物
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
延
長
の
手
続
）

（
承
認
を
受
け
ず
に
外
国
貨
物
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
延
長
の
手
続
）

第
三
十
六
条
の
四

法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
（
外
国
貨
物
を
置
く
こ
と
の
承

第
三
十
六
条
の
四

法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
（
保
税
蔵
置
場
に
承
認
を
受
け

認
）
の
規
定
に
よ
り
税
関
長
の
期
間
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の

ず
に
外
国
貨
物
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
延
長
）
の
規
定
に
よ
り
税
関
長

期
間
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
貨
物
に
つ
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を

の
期
間
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
期
間
の
指
定
を
受
け
よ
う
と

記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
貨
物
を
入
れ
る
保
税
蔵
置
場
の
所
在
地
を
所
轄
す
る

す
る
貨
物
に
つ
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
税
関
長

税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
税
関
長
は
、
貨
物
の

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
税
関
長
は
、
貨
物
の
出
し
入
れ
の

出
し
入
れ
の
際
の
事
情
に
よ
り
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
の
必
要
が
な

際
の
事
情
に
よ
り
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る

い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
事
項
の
記
載
を
省
略

と
き
は
、
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
事
項
の
記
載
を
省
略
さ
せ
る
こ
と

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

一
～
六

（
省

略
）

一
～
六

同

上

（
保
税
展
示
場
に
入
れ
る
外
国
貨
物
に
係
る
承
認
）

（
保
税
展
示
場
に
入
れ
る
外
国
貨
物
に
係
る
承
認
）

第
五
十
一
条
の
四

（
省

略
）

第
五
十
一
条
の
四

同

上

２
・
３

（
省

略
）

２
・
３

同

上

４

第
三
十
六
条
の
三
第
八
項
の
規
定
は
、
法
第
六
十
二
条
の
七
（
保
税
蔵
置
場

及
び
保
税
工
場
に
つ
い
て
の
規
定
の
準
用
）
に
お
い
て
法
第
四
十
三
条
の
三
第

三
項
（
外
国
貨
物
を
置
く
こ
と
の
承
認
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
六
条
の
三
第
八
項
中
「
第
三
十
六

条
の
三
（
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
五
十
一
条
の
四
（
第
四
項
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
外
国
貨
物
を
置
く
こ
と
等
の
承
認
の
申
請
）

（
外
国
貨
物
を
置
く
こ
と
等
の
承
認
の
申
請
）
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第
五
十
一
条
の
十
二

（
省

略
）

第
五
十
一
条
の
十
二

同

上

２
～
７

（
省

略
）

２
～
７

同

上

８

第
三
十
六
条
の
三
第
八
項
の
規
定
は
、
法
第
六
十
二
条
の
十
五
（
保
税
蔵
置

場
、
保
税
工
場
及
び
保
税
展
示
場
に
つ
い
て
の
規
定
の
準
用
）
に
お
い
て
法
第

四
十
三
条
の
三
第
三
項
（
外
国
貨
物
を
置
く
こ
と
の
承
認
）
の
規
定
を
準
用
す

る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
六
条
の
三
第
八

項
中
「
第
三
十
六
条
の
三
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
五
十
一
条
の
十
二
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
輸
出
申
告
の
手
続
）

（
輸
出
申
告
の
手
続
）

第
五
十
八
条

輸
出
し
よ
う
と
す
る
貨
物
に
つ
い
て
の
法
第
六
十
七
条
（
輸
出
又

第
五
十
八
条

同

上

は
輸
入
の
許
可
）
の
規
定
に
よ
る
申
告
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
輸
出
申
告
書
を
税
関
長
に
提
出
し
て
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

、
税
関
長
に
お
い
て
当
該
貨
物
の
種
類
又
は
価
格
を
勘
案
し
当
該
各
号
に
掲
げ

る
事
項
の
記
載
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め

る
事
項
の
記
載
を
省
略
さ
せ
、
ま
た
、
当
該
貨
物
が
旅
客
又
は
乗
組
員
の
携
帯

品
（
外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
第
八
条
の
二
第
一

項
第
一
号
（
支
払
手
段
等
の
輸
出
入
の
届
出
）
に
掲
げ
る
支
払
手
段
又
は
証
券

に
該
当
す
る
も
の
及
び
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
貴
金
属
に
該
当
す
る
も
の
を
除

く
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
口
頭
で
申
告
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三

（
省

略
）

一
～
三

同

上

四

輸
出
の
許
可
を
受
け
る
た
め
に
貨
物
を
入
れ
る
保
税
地
域
等
（
法
第
六
十

四

輸
出
の
許
可
を
受
け
る
た
め
に
貨
物
を
入
れ
る
保
税
地
域
等
（
法
第
六
十

七
条
の
二
第
一
項
（
輸
出
申
告
又
は
輸
入
申
告
の
手
続
）
に
規
定
す
る
保
税

七
条
の
二
第
一
項
（
輸
出
申
告
又
は
輸
入
申
告
の
手
続
）
に
規
定
す
る
保
税

地
域
等
を
い
う
。
第
五
十
九
条
の
五
及
び
第
五
十
九
条
の
六
に
お
い
て
同
じ

地
域
等
を
い
う
。
第
五
十
九
条
の
四
及
び
第
五
十
九
条
の
七
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
名
称
及
び
所
在
地

。
）
の
名
称
及
び
所
在
地

五

（
省

略
）

五

同

上

（
外
国
貿
易
船
に
準
ず
る
船
舶
）
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第
五
十
九
条
の
四

法
第
六
十
七
条
の
二
第
二
項
（
輸
出
申
告
又
は
輸
入
申
告
の

手
続
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
船
舶
は
、
は
し
け
又
は
こ
れ
に
類
す
る
船

舶
（
次
条
に
お
い
て
「
は
し
け
等
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

（
貨
物
を
外
国
貿
易
船
等
に
積
み
込
ん
だ
状
態
で
輸
出
申
告
又
は
輸
入
申
告
を

す
る
こ
と
の
承
認
の
手
続
）

第
五
十
九
条
の
五

法
第
六
十
七
条
の
二
第
二
項
（
輸
出
申
告
又
は
輸
入
申
告
の

手
続
）
の
規
定
に
よ
る
税
関
長
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
次

に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

輸
出
申
告
又
は
輸
入
申
告
に
係
る
貨
物
を
他
の
貨
物
と
混
載
す
る
こ
と
な

く
外
国
貿
易
船
に
積
み
込
ん
だ
状
態
で
法
第
六
十
七
条
（
輸
出
又
は
輸
入
の

許
可
）
の
検
査
及
び
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
（
当
該
貨
物
の
性
質
、

形
状
及
び
積
付
け
の
状
況
が
同
条
の
検
査
を
行
う
の
に
支
障
が
な
く
、
か
つ

、
輸
出
又
は
輸
入
の
許
可
を
受
け
る
た
め
に
当
該
貨
物
を
保
税
地
域
等
に
入

れ
る
こ
と
が
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
二

輸
出
申
告
又
は
輸
入
申
告
に
係
る
貨
物
の
外
国
貿
易
船
に
対
す
る
積
卸
し

の
際
、
当
該
貨
物
を
他
の
貨
物
と
混
載
す
る
こ
と
な
く
は
し
け
等
に
積
み
込

み
、
そ
の
状
態
で
法
第
六
十
七
条
の
検
査
及
び
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合

２

前
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
貨

物
に
つ
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
貨
物
の
輸

出
申
告
又
は
輸
入
申
告
を
す
る
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
当
該
税
関
長
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
の
必
要
が
な
い
と
認

め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
事
項
の
記
載
を
省
略
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。

一

貨
物
の
記
号
、
番
号
、
品
名
及
び
数
量

二

外
国
貿
易
船
又
は
は
し
け
等
の
名
称
及
び
係
留
場
所
並
び
に
外
国
貿
易
船
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又
は
は
し
け
等
に
お
け
る
貨
物
の
積
付
け
の
状
況

三

当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由

四

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
保
税
地
域
等
に
入
れ
な
い
で
輸
入
申
告
を
す
る
こ
と
の
承
認
の
申
請
）

（
輸
入
申
告
の
手
続
の
特
例
）

第
五
十
九
条
の
六

法
第
六
十
七
条
の
二
第
三
項
第
二
号
（
輸
出
申
告
又
は
輸
入

第
五
十
九
条
の
四

法
第
六
十
七
条
の
二
第
二
項
第
一
号
（
輸
出
申
告
又
は
輸
入

申
告
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
り
、
貨
物
を
保
税
地
域
等
に
入
れ
な
い
で
輸
入
申

申
告
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
り
、
貨
物
を
保
税
地
域
等
に
入
れ
な
い
で
輸
入
申

告
を
す
る
こ
と
に
つ
き
税
関
長
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
次

告
を
す
る
こ
と
に
つ
き
税
関
長
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
次

に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

輸
入
申
告
に
係
る
貨
物
を
他
の
貨
物
と
混
載
す
る
こ
と
な
く
外
国
貿
易
船

に
積
み
込
ん
だ
状
態
で
法
第
六
十
七
条
（
輸
出
又
は
輸
入
の
許
可
）
の
検
査

及
び
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
（
当
該
貨
物
の
性
質
、
形
状
及
び
積
付

け
の
状
況
が
同
条
の
検
査
を
行
う
の
に
支
障
が
な
く
、
か
つ
、
当
該
貨
物
を

保
税
地
域
等
に
入
れ
る
こ
と
が
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
る
。
次
号

に
お
い
て
同
じ
。
）

二

輸
入
申
告
に
係
る
貨
物
の
外
国
貿
易
船
に
対
す
る
積
卸
し
の
際
、
当
該
貨

物
を
他
の
貨
物
と
混
載
す
る
こ
と
な
く
は
し
け
又
は
こ
れ
に
類
す
る
船
舶
（

以
下
「
は
し
け
等
」
と
い
う
。
）
に
積
み
込
み
、
そ
の
状
態
で
法
第
六
十
七

条
の
検
査
及
び
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

一

（
省

略
）

三

同

上

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
貨
物
を
保
税
地
域
等
に
入
れ
る
前
に
輸
入

四

前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
貨
物
を
保
税
地
域
等
に
入
れ
る
前
に
輸

申
告
を
す
る
こ
と
に
つ
き
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

入
申
告
を
す
る
こ
と
に
つ
き
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合

２

前
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
貨

２

前
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
貨

物
に
つ
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
貨
物
の
輸

物
に
つ
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
税
関
長
に
提
出

入
申
告
を
す
る
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
税
関

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
税
関
長
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の

長
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、

記
載
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
事
項
の

そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
事
項
の
記
載
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

記
載
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一

（
省

略
）

一

同

上

二

前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
外
国
貿
易
船
又

は
は
し
け
等
の
名
称
及
び
係
留
場
所
並
び
に
外
国
貿
易
船
又
は
は
し
け
等
に

お
け
る
貨
物
の
積
付
け
の
状
況

二

（
省

略
）

三

同

上

三

（
省

略
）

四

同

上

３

法
第
六
十
七
条
の
二
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
申
告
は
、
電
子
情

３

法
第
六
十
七
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
申
告
は
、
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
輸
出
者
等
の
輸
出
申
告
手
続
）

（
特
定
輸
出
申
告
の
申
告
事
項
等
）

第
五
十
九
条
の
七

法
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
（
輸
出
申
告
の
特
例
）
の
規
定

第
五
十
九
条
の
五

法
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
（
輸
出
申
告
の
特
例
）
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
法
第
六
十
七
条
（
輸
出
又
は
輸
入
の
許
可
）
の
規
定
に
よ
る

の
適
用
を
受
け
る
法
第
六
十
七
条
（
輸
出
又
は
輸
入
の
許
可
）
の
規
定
に
よ
る

輸
出
申
告
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
輸
出
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

輸
出
申
告
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
輸
出
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

に
係
る
第
五
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
次
の
各
号
」
と

に
係
る
第
五
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
次
の
各
号
」
と

あ
る
の
は
「
法
第
六
十
七
条
の
三
第
三
項
（
輸
出
申
告
の
特
例
）
に
規
定
す
る

あ
る
の
は
「
法
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
（
輸
出
申
告
の
特
例
）
の
規
定
の
適

特
定
輸
出
申
告
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
旨
及
び
次
の
各
号
」
と
、
「
省

用
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
及
び
次
の
各
号
」
と
、
「
省
略
さ
せ
、
ま
た

略
さ
せ
、
ま
た
、
当
該
貨
物
が
旅
客
又
は
乗
組
員
の
携
帯
品
（
外
国
為
替
令
（

、
当
該
貨
物
が
旅
客
又
は
乗
組
員
の
携
帯
品
（
外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年

昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
（
支
払
手

政
令
第
二
百
六
十
号
）
第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
（
支
払
手
段
等
の
輸
出
入

段
等
の
輸
出
入
の
届
出
）
に
掲
げ
る
支
払
手
段
又
は
証
券
に
該
当
す
る
も
の
及

の
届
出
）
に
掲
げ
る
支
払
手
段
又
は
証
券
に
該
当
す
る
も
の
及
び
同
項
第
二
号

び
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
貴
金
属
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
と
き

に
掲
げ
る
貴
金
属
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
口
頭
で
申

は
、
口
頭
で
申
告
さ
せ
る
」
と
あ
る
の
は
「
省
略
さ
せ
る
」
と
、
同
条
第
四
号

告
さ
せ
る
」
と
あ
る
の
は
「
省
略
さ
せ
る
」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
輸
出
の
許

中
「
所
在
地
」
と
あ
る
の
は
「
所
在
地
（
法
第
六
十
七
条
の
三
第
三
項
に
規
定

可
を
受
け
る
た
め
に
貨
物
を
入
れ
る
保
税
地
域
等
（
法
第
六
十
七
条
の
二
第
一

す
る
特
定
輸
出
申
告
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
貨
物
が
置
か
れ
て
い
る
場
所

項
（
輸
出
申
告
又
は
輸
入
申
告
の
手
続
）
に
規
定
す
る
保
税
地
域
等
を
い
う
。

）
」
と
す
る
。

第
五
十
九
条
の
四
及
び
第
五
十
九
条
の
七
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
及
び
所

在
地
」
と
あ
る
の
は
「
貨
物
が
置
か
れ
て
い
る
場
所
及
び
貨
物
を
外
国
貿
易
船

等
に
積
み
込
も
う
と
す
る
開
港
、
税
関
空
港
又
は
不
開
港
の
所
在
地
」
と
す
る

。

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法



- 8 -

第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
輸
出
申
告
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
委
託

第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
輸
出
申
告
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
委
託

輸
出
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
第
五
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

輸
出
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
第
五
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
第
六
十
七
条
の
三
第
三
項
（

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
及
び
次
の
各
号
」
と
あ
る
の

輸
出
申
告
の
特
例
）
に
規
定
す
る
特
定
輸
出
申
告
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
そ

は
、
「
、
当
該
貨
物
が
置
か
れ
て
い
る
場
所
か
ら
当
該
貨
物
を
外
国
貿
易
船
等

の
旨
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
後
段
（
輸
出
申
告
の
特

に
積
み
込
も
う
と
す
る
開
港
、
税
関
空
港
又
は
不
開
港
ま
で
の
運
送
を
行
う
特

例
）
に
規
定
す
る
特
定
委
託
輸
出
申
告
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
旨
及
び

定
保
税
運
送
者
及
び
次
の
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

当
該
貨
物
が
置
か
れ
て
い
る
場
所
か
ら
当
該
貨
物
を
外
国
貿
易
船
等
に
積
み
込

も
う
と
す
る
開
港
、
税
関
空
港
又
は
不
開
港
ま
で
の
運
送
を
行
う
特
定
保
税
運

送
者
並
び
に
」
と
、
「
第
六
十
七
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
輸
出
申
告

」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
後
段
に
規
定
す
る
特
定
委
託
輸
出

申
告
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

３

第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
輸
出
申
告
（
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
製

法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
輸
出
申
告
（
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
製

造
貨
物
輸
出
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
第
五
十
八
条
の
規
定
の
適
用

造
貨
物
輸
出
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
第
五
十
八
条
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
第
六
十
七
条
の
三

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
及
び
次
の
各
号
」

第
三
項
（
輸
出
申
告
の
特
例
）
に
規
定
す
る
特
定
輸
出
申
告
を
行
う
場
合
に
あ

と
あ
る
の
は
、
「
、
当
該
貨
物
を
製
造
し
た
者
、
当
該
貨
物
が
置
か
れ
て
い
る

つ
て
は
そ
の
旨
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
七
条
の
三
第
二
項
（
輸
出
申
告

場
所
か
ら
当
該
貨
物
を
外
国
貿
易
船
等
に
積
み
込
も
う
と
す
る
開
港
、
税
関
空

の
特
例
）
に
規
定
す
る
特
定
製
造
貨
物
輸
出
申
告
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
そ

港
又
は
不
開
港
ま
で
の
運
送
を
行
う
者
及
び
次
の
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の

の
旨
、
当
該
貨
物
を
製
造
し
た
者
及
び
当
該
貨
物
が
置
か
れ
て
い
る
場
所
か
ら

と
す
る
。

当
該
貨
物
を
外
国
貿
易
船
等
に
積
み
込
も
う
と
す
る
開
港
、
税
関
空
港
又
は
不

開
港
ま
で
の
運
送
を
行
う
者
並
び
に
」
と
、
「
第
六
十
七
条
の
三
第
三
項
に
規

定
す
る
特
定
輸
出
申
告
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す

る
特
定
製
造
貨
物
輸
出
申
告
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

前
三
項
の
輸
出
申
告
（
法
第
六
十
八
条
（
輸
出
申
告
又
は
輸
入
申
告
に
際
し

４

前
二
項
の
輸
出
申
告
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
な
け
れ
ば

て
の
提
出
書
類
）
に
規
定
す
る
書
類
及
び
法
そ
の
他
の
関
税
に
関
す
る
法
令
の

な
ら
な
い
。

規
定
に
よ
り
輸
出
申
告
の
際
に
提
出
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
書
類
の
提
出
を

含
む
。
）
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
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を
使
用
し
て
当
該
申
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
と
し
て
財
務
省
令
で
定

め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
外
国
貿
易
船
に
準
ず
る
船
舶
）

第
五
十
九
条
の
六

法
第
六
十
七
条
の
三
第
二
項
（
輸
出
申
告
の
特
例
）
に
規
定

す
る
政
令
で
定
め
る
船
舶
は
、
は
し
け
等
と
す
る
。

（
貨
物
を
外
国
貿
易
船
等
に
積
み
込
ん
だ
状
態
で
輸
出
申
告
を
す
る
こ
と
の
承

認
の
手
続
）

第
五
十
九
条
の
七

法
第
六
十
七
条
の
三
第
二
項
（
輸
出
申
告
の
特
例
）
の
規
定

に
よ
る
税
関
長
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合

と
す
る
。

一

輸
出
申
告
に
係
る
貨
物
を
他
の
貨
物
と
混
載
す
る
こ
と
な
く
外
国
貿
易
船

に
積
み
込
ん
だ
状
態
で
法
第
六
十
七
条
（
輸
出
又
は
輸
入
の
許
可
）
の
検
査

及
び
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
（
当
該
貨
物
の
性
質
、
形
状
及
び
積
付

け
の
状
況
が
同
条
の
検
査
を
行
う
の
に
支
障
が
な
く
、
か
つ
、
輸
出
の
許
可

を
受
け
る
た
め
に
当
該
貨
物
を
保
税
地
域
等
に
入
れ
る
こ
と
が
不
適
当
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

輸
出
申
告
に
係
る
貨
物
の
外
国
貿
易
船
に
対
す
る
積
込
み
の
際
、
当
該
貨

物
を
他
の
貨
物
と
混
載
す
る
こ
と
な
く
は
し
け
等
に
積
み
込
み
、
そ
の
状
態

で
法
第
六
十
七
条
の
検
査
及
び
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

２

前
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
貨

物
に
つ
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
税
関
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
税
関
長
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の

記
載
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
事
項
の

記
載
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

貨
物
の
記
号
、
番
号
、
品
名
及
び
数
量

二

外
国
貿
易
船
又
は
は
し
け
等
の
名
称
及
び
係
留
場
所
並
び
に
外
国
貿
易
船
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又
は
は
し
け
等
に
お
け
る
貨
物
の
積
付
け
の
状
況

三

当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由

四

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
輸
出
申
告
の
特
例
を
適
用
し
な
い
貨
物
の
指
定
）

（
輸
出
申
告
の
特
例
を
適
用
し
な
い
貨
物
の
指
定
）

第
五
十
九
条
の
八

法
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
（
輸
出
申
告
の
特
例
）
に
規
定

第
五
十
九
条
の
八

法
第
六
十
七
条
の
三
第
三
項
（
輸
出
申
告
の
特
例
）
に
規
定

す
る
政
令
で
定
め
る
貨
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

す
る
政
令
で
定
め
る
貨
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
別
表
第
一

一

輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
別
表
第
一

の
一
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

の
一
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

く
。
）

二

輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
四
に
掲
げ
る
国
又
は
地
域
を
仕
向
地
と
し
て
輸

二

輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
四
に
掲
げ
る
国
又
は
地
域
を
仕
向
地
と
し
て
輸

出
さ
れ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年

出
さ
れ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
（
輸
出
の
許
可
等
）
の
規
定

法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
（
輸
出
の
許
可
等
）
に
規
定

に
よ
る
許
可
又
は
同
令
第
二
条
第
一
項
（
輸
出
の
承
認
）
の
規
定
に
よ
る
承

す
る
許
可
又
は
同
令
第
二
条
第
一
項
（
輸
出
の
承
認
）
に
規
定
す
る
承
認
を

認
を
必
要
と
す
る
も
の
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

必
要
と
す
る
も
の

三

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
防
衛
援
助
協
定
第
六
条
１
ａ

に
規
定
す
る
輸
出
さ
れ
る
資
材
、
需
品
又
は
装
備

（
貨
物
確
認
書
の
記
載
事
項
）

（
貨
物
確
認
書
の
記
載
事
項
）

第
五
十
九
条
の
九

法
第
六
十
七
条
の
三
第
二
項
（
輸
出
申
告
の
特
例
）
に
規
定

第
五
十
九
条
の
九

法
第
六
十
七
条
の
三
第
四
項
（
輸
出
申
告
の
特
例
）
に
規
定

す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
六

（
省

略
）

一
～
六

同

上

（
特
定
輸
出
者
の
承
認
の
申
請
の
手
続
等
）

（
特
定
輸
出
者
の
承
認
の
申
請
の
手
続
等
）

第
五
十
九
条
の
十

法
第
六
十
七
条
の
三
第
三
項
（
輸
出
申
告
の
特
例
）
に
規
定

第
五
十
九
条
の
十

法
第
六
十
七
条
の
三
第
五
項
（
輸
出
申
告
の
特
例
）
に
規
定

す
る
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
省

略
）

一

同

上

二

法
第
六
十
七
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
輸
出
申
告
を
し
よ
う
と
す

二

法
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
輸
出
申
告
を
し
よ
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る
貨
物
の
品
名

う
と
す
る
貨
物
の
品
名

三
・
四

（
省

略
）

三
・
四

同

上

２
～
５

（
省

略
）

２
～
５

同

上

第
二
節
の
二

輸
入
申
告
の
特
例

（
特
例
輸
入
者
等
の
輸
入
申
告
手
続
）

第
五
十
九
条
の
二
十

法
第
六
十
七
条
の
十
九
（
輸
入
申
告
の
特
例
）
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
法
第
六
十
七
条
（
輸
出
又
は
輸
入
の
許
可
）
の
規
定
に
よ
る
輸

入
申
告
に
係
る
第
五
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「

前
条
た
だ
し
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
五
十
九
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
条
た
だ
し
書
」
と
す
る
。

２

前
項
の
輸
入
申
告
（
法
第
六
十
八
条
（
輸
出
申
告
又
は
輸
入
申
告
に
際
し
て

の
提
出
書
類
）
に
規
定
す
る
書
類
及
び
法
そ
の
他
の
関
税
に
関
す
る
法
令
の
規

定
に
よ
り
輸
入
申
告
の
際
に
提
出
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
書
類
の
提
出
を
含

む
。
）
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
し
て
当
該
申
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
輸
入
申
告
の
特
例
を
適
用
し
な
い
貨
物
の
指
定
）

第
五
十
九
条
の
二
十
一

法
第
六
十
七
条
の
十
九
（
輸
入
申
告
の
特
例
）
に
規
定

す
る
政
令
で
定
め
る
貨
物
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
防

衛
援
助
協
定
第
六
条
１
ａ
に
規
定
す
る
輸
入
さ
れ
る
資
材
、
需
品
又
は
装
備
と

す
る
。

（
輸
入
の
許
可
前
に
お
け
る
貨
物
の
引
取
り
の
承
認
の
申
請
）

（
輸
入
の
許
可
前
に
お
け
る
貨
物
の
引
取
の
承
認
の
申
請
）

第
六
十
三
条

法
第
七
十
三
条
第
一
項
（
輸
入
の
許
可
前
に
お
け
る
貨
物
の
引
取

第
六
十
三
条

法
第
七
十
三
条
第
一
項
（
輸
入
の
許
可
前
に
お
け
る
貨
物
の
引
取
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り
）
に
規
定
す
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
承
認
を
受
け
よ
う
と

）
に
規
定
す
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す

す
る
貨
物
の
記
号
、
番
号
、
品
名
、
数
量
及
び
輸
入
申
告
の
年
月
日
並
び
に
当

る
貨
物
の
記
号
、
番
号
、
品
名
、
数
量
及
び
輸
入
申
告
の
年
月
日
並
び
に
当
該

該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
由
を
記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
貨
物
の
輸
入
申

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
由
を
記
載
し
た
申
請
書
を
税
関
長
に
提
出
し
な
け

告
を
し
た
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
輸
入
申
告
に
係
る
貨
物
を
分
割

該
輸
入
申
告
に
係
る
貨
物
を
分
割
し
て
引
き
取
ろ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
申

し
て
引
き
取
ろ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
申
請
書
に
そ
の
旨
を
附
記
し
な
け
れ

請
書
に
そ
の
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

（
外
国
貨
物
の
積
戻
し
の
手
続
）

（
外
国
貨
物
の
積
戻
し
の
手
続
）

第
六
十
五
条

法
第
七
十
五
条
（
外
国
貨
物
の
積
戻
し
）
に
規
定
す
る
積
戻
し
に

第
六
十
五
条

法
第
七
十
五
条
（
外
国
貨
物
の
積
戻
し
）
に
規
定
す
る
積
戻
し
に

つ
い
て
は
、
第
五
十
八
条
、
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項

つ
い
て
は
、
第
五
十
八
条
、
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項

、
第
五
十
九
条
の
四
、
第
五
十
九
条
の
五
、
第
五
十
九
条
の
七
（
第
二
項
後
段

並
び
に
第
六
十
二
条
か
ら
第
六
十
二
条
の
十
五
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ

及
び
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
五
十
九
条
の
八
並
び
に
第
六
十
二
条
か
ら
第
六

の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
十
二
条
の
二
第
四
項
第
五
号
中
「
法
第
四
十
条
第
一

十
二
条
の
十
五
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
九

項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
六
条
第
二
項
、
第
四
十
条
第
一
項
」
と
、
「
含

条
の
七
第
一
項
中
「
同
条
中
「
次
の
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
七
条
の

む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
含
む
。
）
、
第
六
十
二
条
の
二
第
三
項
及
び
第
六
十

三
第
三
項
（
輸
出
申
告
の
特
例
）
に
規
定
す
る
特
定
輸
出
申
告
を
行
う
場
合
に

二
条
の
八
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

あ
つ
て
は
そ
の
旨
及
び
次
の
各
号
」
と
、
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
た
だ
し
書
中

」
と
、
「
「
省
略
さ
せ
る
」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
所
在
地
」
と
あ
る
の
は
「

所
在
地
（
法
第
六
十
七
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
輸
出
申
告
を
行
う
場

合
に
あ
つ
て
は
、
貨
物
が
置
か
れ
て
い
る
場
所
）
」
と
あ
る
の
は
「
、
「
省
略

さ
せ
る
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
及
び
第
二

項
前
段
」
と
、
第
六
十
二
条
の
二
第
四
項
第
五
号
中
「
法
第
四
十
条
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
六
条
第
二
項
、
第
四
十
条
第
一
項
」
と
、
「
含
む
。

）
」
と
あ
る
の
は
「
含
む
。
）
、
第
六
十
二
条
の
二
第
三
項
及
び
第
六
十
二
条

の
八
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
通
関
業
者
の
認
定
の
申
請
の
手
続
等
）

（
認
定
通
関
業
者
の
認
定
の
申
請
の
手
続
等
）

第
六
十
九
条

法
第
七
十
九
条
第
一
項
（
通
関
業
者
の
認
定
）
の
認
定
を
受
け
よ

第
六
十
九
条

法
第
七
十
九
条
第
一
項
（
通
関
業
者
の
認
定
）
の
認
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲

う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
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げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
通
関
業
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
通
関
業
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十

二
号
）
第
二
条
第
一
号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
通
関
業
務
を
行
う
営
業
所
の
所

二
号
）
第
三
条
第
一
項
（
通
関
業
の
許
可
）
の
許
可
を
し
た
税
関
長
（
二
以
上

在
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
（
当
該
税
関
長
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
い
ず
れ

の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
許
可

か
の
税
関
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
し
た
税
関
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
省

略
）

一

同

上

二

申
請
者
が
通
関
業
務
を
行
う
営
業
所
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
主
た
る

二

通
関
業
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
し
た
税
関
長
（
二
以
上
の
許
可
を
受

も
の
の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税
関
長

け
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
す
べ
て
の
税
関
長
）

三

（
省

略
）

三

同

上

２
～
５

（
省

略
）

２
～
５

同

上

（
税
関
長
の
権
限
の
委
任
）

（
税
関
長
の
権
限
の
委
任
）

第
九
十
二
条

（
省

略
）

第
九
十
二
条

同

上

２
・
３

（
省

略
）

２
・
３

同

上

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る

税
関
長
の
権
限
の
う
ち
郵
便
物
以
外
の
貨
物
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
財
務

大
臣
が
指
定
す
る
税
関
官
署
の
長
に
は
、
委
任
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

５

（
省

略
）

４

同

上

６

（
省

略
）

５

同

上
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○

関
税
定
率
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
別
送
し
て
輸
入
す
る
貨
物
の
簡
易
税
率
の
適
用
の
手
続
）

（
別
送
し
て
輸
入
す
る
貨
物
の
簡
易
税
率
の
適
用
の
手
続
）

第
一
条

関
税
定
率
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
二
第
一
項
（
入
国

第
一
条

関
税
定
率
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
二
第
一
項
（
入
国

者
の
輸
入
貨
物
に
対
す
る
簡
易
税
率
）
に
規
定
す
る
別
送
し
て
輸
入
す
る
貨
物

者
の
輸
入
貨
物
に
対
す
る
簡
易
税
率
）
に
規
定
す
る
別
送
し
て
輸
入
す
る
貨
物

に
つ
い
て
法
の
別
表
の
付
表
第
一
に
定
め
る
税
率
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る

に
つ
い
て
法
の
別
表
の
付
表
第
一
に
定
め
る
税
率
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
本
邦
へ
の
入
国
の
際
に
、
当
該
貨
物
の
品
名
、
数
量
、
輸
入
の
予
定
時

者
は
、
本
邦
へ
の
入
国
の
際
に
、
当
該
貨
物
の
品
名
、
数
量
、
輸
入
の
予
定
時

期
及
び
予
定
地
並
び
に
積
出
地
を
記
載
し
た
申
告
書
を
税
関
長
に
提
出
し
て
そ

期
及
び
予
定
地
並
び
に
積
出
地
を
記
載
し
た
申
告
書
を
税
関
に
提
出
し
て
そ
の

の
申
告
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
確
認
を
受
け
、
税
関
長
が
や
む
を
得
な
い
特

申
告
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
税
関
の
確
認
を
受
け
、
税
関
長
が
や
む
を
得
な
い

別
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
そ
の
入
国
後
六
月
以
内
に
当

特
別
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
そ
の
入
国
後
六
月
以
内
に

該
貨
物
を
輸
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
該
貨
物
を
輸
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

税
関
長
は
、
前
項
の
申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
告
書
に
そ

２

税
関
は
、
前
項
の
申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
告
書
に
そ
の

の
申
告
が
あ
つ
た
旨
を
記
載
し
て
こ
れ
を
還
付
す
る
も
の
と
す
る
。

申
告
が
あ
つ
た
旨
を
記
載
し
て
こ
れ
を
還
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
貨
物
を
輸
入
す
る
者
は
、
そ
の
輸
入
申
告
の
際
に
、
前
項
の
規
定

３

第
一
項
の
貨
物
を
輸
入
す
る
者
は
、
そ
の
輸
入
申
告
の
際
に
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
還
付
さ
れ
た
申
告
書
を
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
よ
り
還
付
さ
れ
た
申
告
書
を
そ
の
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
質
又
は
損
傷
に
よ
る
減
税
の
手
続
）

（
変
質
又
は
損
傷
に
よ
る
減
税
の
手
続
）

第
三
条

関
税
法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
（
税
額
の
確
定
の
方
式
）
に
規
定

第
三
条

関
税
法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
（
申
告
納
税
方
式
）
に
規
定
す
る

す
る
申
告
納
税
方
式
（
第
三
項
に
お
い
て
「
申
告
納
税
方
式
」
と
い
う
。
）
が

申
告
納
税
方
式
（
第
三
項
に
お
い
て
「
申
告
納
税
方
式
」
と
い
う
。
）
が
適
用

適
用
さ
れ
る
貨
物
が
輸
入
申
告
等
の
時
（
法
第
四
条
の
五
（
変
質
又
は
損
傷
に

さ
れ
る
貨
物
が
輸
入
申
告
等
の
時
（
法
第
四
条
の
五
（
変
質
又
は
損
傷
に
係
る

係
る
輸
入
貨
物
の
課
税
価
格
の
決
定
）
に
規
定
す
る
輸
入
申
告
等
の
時
を
い
う

輸
入
貨
物
の
課
税
価
格
の
決
定
）
に
規
定
す
る
輸
入
申
告
等
の
時
を
い
う
。
次

。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
に
変
質
し
、
又
は
損
傷
し
た
こ

項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
に
変
質
し
、
又
は
損
傷
し
た
こ
と
に

と
に
よ
り
法
第
十
条
第
一
項
（
変
質
、
損
傷
等
の
場
合
の
減
税
又
は
戻
し
税
等

よ
り
法
第
十
条
第
一
項
（
変
質
又
は
損
傷
に
よ
る
減
税
）
の
規
定
に
よ
る
関
税
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）
の
規
定
に
よ
る
関
税
の
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
貨
物
に
つ
い

の
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
貨
物
に
つ
い
て
の
輸
入
申
告
書
（
特

て
の
輸
入
申
告
書
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
書
（
関
税
法
第

例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
書
（
関
税
法
第
七
条
の
二
第
一
項
（
申

七
条
の
二
第
一
項
（
申
告
の
特
例
）
に
規
定
す
る
特
例
申
告
書
を
い
う
。
以
下

告
の
特
例
）
に
規
定
す
る
特
例
申
告
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
）
に
、
次
に

同
じ
。
）
）
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
そ
の
輸
入
地
を
所
轄
す

税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
省

略
）

一
～
三

同

上

２
・
３

（
省

略
）

２
・
３

同

上

４

関
税
法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
賦
課
課
税
方
式
が
適
用
さ

４

関
税
法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
（
賦
課
課
税
方
式
）
に
規
定
す
る
賦
課

れ
る
貨
物
に
つ
い
て
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
軽
減
を
受
け
よ

課
税
方
式
が
適
用
さ
れ
る
貨
物
に
つ
い
て
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
関

う
と
す
る
者
は
、
そ
の
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る
貨
物
の
輸
入
の
許
可
前
に
、

税
の
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る
貨
物
の

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
貨
物
の
輸
入
申
告
を

輸
入
の
許
可
前
に
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
そ
の

し
た
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
質
、
損
傷
等
に
よ
る
戻
し
税
の
手
続
）

（
変
質
、
損
傷
等
に
よ
る
戻
し
税
の
手
続
）

第
三
条
の
二

法
第
十
条
第
二
項
（
変
質
、
損
傷
等
の
場
合
の
減
税
又
は
戻
し
税

第
三
条
の
二

法
第
十
条
第
二
項
（
変
質
、
損
傷
等
に
よ
る
戻
し
税
）
の
規
定
の

等
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
故
（
以
下
「

事
故
（
以
下
「
災
害
等
」
と
い
う
。
）
の
や
ん
だ
後
速
や
か
に
、
当
該
災
害
等

災
害
等
」
と
い
う
。
）
の
や
ん
だ
後
速
や
か
に
、
当
該
災
害
等
に
よ
り
滅
失
し

に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
変
質
し
、
若
し
く
は
損
傷
し
た
貨
物
の
記
号
、
番
号
、

、
又
は
変
質
し
、
若
し
く
は
損
傷
し
た
貨
物
の
記
号
、
番
号
、
品
名
、
数
量
、

品
名
、
数
量
、
価
格
、
関
税
の
額
、
輸
入
の
許
可
の
年
月
日
及
び
輸
入
の
許
可

価
格
、
関
税
の
額
、
輸
入
の
許
可
の
年
月
日
及
び
輸
入
の
許
可
書
の
番
号
（
特

書
の
番
号
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
記
号
、
番
号
、
品
名
、
数
量

例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
記
号
、
番
号
、
品
名
、
数
量
、
価
格
、
関
税

、
価
格
、
関
税
の
額
並
び
に
特
例
申
告
書
の
提
出
の
年
月
日
及
び
特
例
申
告
書

の
額
並
び
に
特
例
申
告
書
の
提
出
の
年
月
日
及
び
特
例
申
告
書
の
番
号
又
は
決

の
番
号
又
は
決
定
通
知
書
（
関
税
法
第
七
条
の
十
六
第
四
項
（
更
正
及
び
決
定

定
通
知
書
（
同
法
第
七
条
の
十
六
第
四
項
（
更
正
通
知
書
又
は
決
定
通
知
書
）

）
に
規
定
す
る
決
定
通
知
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
発
出
の
年
月
日
及
び

に
規
定
す
る
決
定
通
知
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
発
出
の
年
月
日
及
び
決

決
定
通
知
書
の
番
号
）
並
び
に
当
該
貨
物
の
置
か
れ
て
い
た
場
所
並
び
に
被
害

定
通
知
書
の
番
号
）
並
び
に
当
該
貨
物
の
置
か
れ
て
い
た
場
所
並
び
に
被
害
の

の
状
況
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
、
当
該
貨
物
の

状
況
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
、
そ
の
輸
入
地
を

輸
入
を
許
可
し
た
税
関
長
に
提
出
し
て
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
そ
の
確
認
を
受

所
轄
す
る
税
関
長
に
提
出
し
て
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
そ
の
確
認
を
受
け
な
け

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
税
関
長
は
、
そ
の
届
出
に
係

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
税
関
長
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
項

る
事
項
に
つ
い
て
確
認
し
た
と
き
は
、
当
該
届
出
書
を
提
出
し
た
者
に
確
認
書

に
つ
い
て
確
認
し
た
と
き
は
、
当
該
届
出
書
を
提
出
し
た
者
に
確
認
書
を
交
付
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を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
払
戻
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

２

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
払
戻
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

、
災
害
等
の
や
ん
だ
日
か
ら
三
月
以
内
に
、
払
戻
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額

、
災
害
等
の
や
ん
だ
日
か
ら
三
月
以
内
に
、
払
戻
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額

及
び
そ
の
計
算
の
基
礎
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
前
項
後
段
の
確
認
書
及
び
当

及
び
そ
の
計
算
の
基
礎
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
前
項
後
段
の
確
認
書
及
び
当

該
払
戻
し
に
係
る
貨
物
に
つ
い
て
の
輸
入
の
許
可
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関

該
払
戻
し
に
係
る
貨
物
に
つ
い
て
の
輸
入
の
許
可
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関

の
証
明
書
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
こ

の
証
明
書
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
こ

と
を
証
す
る
書
類
又
は
決
定
通
知
書
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明
書

と
を
証
す
る
書
類
又
は
決
定
通
知
書
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明
書

）
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
当
該
貨
物
の
輸
入
を
許
可
し
た
税
関
長
に
提
出
し
な

）
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
当
該
貨
物
の
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
提
出
し

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
加
工
又
は
修
繕
の
た
め
輸
出
さ
れ
た
貨
物
の
減
税
の
手
続
）

（
加
工
又
は
修
繕
の
た
め
輸
出
さ
れ
た
貨
物
の
減
税
の
手
続
）

第
五
条
の
二

法
第
十
一
条
（
加
工
又
は
修
繕
の
た
め
輸
出
さ
れ
た
貨
物
の
減
税

第
五
条
の
二

法
第
十
一
条
（
加
工
又
は
修
繕
の
た
め
輸
出
さ
れ
た
貨
物
の
減
税

）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
軽
減
を
受
け

）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
軽
減
を
受
け

よ
う
と
す
る
貨
物
の
輸
入
申
告
書
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告

よ
う
と
す
る
貨
物
の
輸
入
の
際
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
の

書
）
に
、
当
該
貨
物
が
輸
出
さ
れ
た
際
の
輸
出
の
許
可
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る

際
）
に
、
そ
の
輸
入
申
告
書
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
書
）

税
関
の
証
明
書
、
加
工
又
は
修
繕
を
証
す
る
書
類
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

に
そ
の
輸
出
さ
れ
た
際
の
輸
出
の
許
可
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明
書

載
し
た
明
細
書
を
添
付
し
て
、
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
加
工
又
は
修
繕
を
証
す
る
書
類
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
明
細
書

を
添
付
し
て
、
そ
の
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
～
四

（
省

略
）

一
～
四

同

上

２

（
省

略
）

２

同

上

（
再
輸
入
の
期
間
の
延
長
の
承
認
申
請
手
続
）

（
再
輸
入
の
期
間
の
延
長
の
承
認
申
請
手
続
）

第
五
条
の
三

法
第
十
一
条
（
加
工
又
は
修
繕
の
た
め
輸
出
さ
れ
た
貨
物
の
減
税

第
五
条
の
三

法
第
十
一
条
（
加
工
又
は
修
繕
の
た
め
輸
出
さ
れ
た
貨
物
の
減
税

）
の
税
関
長
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す

）
の
税
関
長
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
貨
物
の
輸
出
の
許
可
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
、
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
貨
物
の
輸
出
の
許
可
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
、
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
貨
物
の
品
名
、
数
量
、
輸
入
の
予
定
時
期
及
び
予
定
地
並
び
に
当
該
承
認
を

る
貨
物
の
品
名
、
数
量
、
輸
入
の
予
定
時
期
及
び
予
定
地
並
び
に
当
該
承
認
を

受
け
よ
う
と
す
る
理
由
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を

受
け
よ
う
と
す
る
理
由
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
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当
該
貨
物
の
輸
出
を
許
可
し
た
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
該
貨
物
の
輸
出
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
製
造
用
原
料
品
の
減
税
又
は
免
税
の
手
続
）

（
製
造
用
原
料
品
の
減
税
又
は
免
税
の
手
続
）

第
七
条

法
第
十
三
条
第
一
項
（
製
造
用
原
料
品
の
減
税
又
は
免
税
）
の
規
定
に

第
七
条

法
第
十
三
条
第
一
項
（
製
造
用
原
料
品
の
減
税
又
は
免
税
）
の
規
定
に

よ
り
関
税
の
軽
減
又
は
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
軽
減
又
は
免
除

よ
り
関
税
の
軽
減
又
は
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
軽
減
又
は
免
除

を
受
け
よ
う
と
す
る
原
料
品
の
輸
入
申
告
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特

を
受
け
よ
う
と
す
る
原
料
品
の
輸
入
申
告
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特

例
申
告
）
の
際
に
、
そ
の
品
名
及
び
数
量
、
そ
の
製
品
の
品
名
及
び
予
定
数
量

例
申
告
）
の
際
に
、
そ
の
品
名
及
び
数
量
、
そ
の
製
品
の
品
名
及
び
予
定
数
量

、
承
認
を
受
け
た
製
造
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地
、
当
該
原
料
品
を
置
く
場
所

、
承
認
を
受
け
た
製
造
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地
、
当
該
原
料
品
を
置
く
場
所

並
び
に
製
造
の
期
間
を
記
載
し
た
書
面
を
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

並
び
に
製
造
の
期
間
を
記
載
し
た
書
面
を
そ
の
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に

い
。

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
省

略
）

２

同

上

（
別
送
す
る
携
帯
品
又
は
引
越
荷
物
の
免
税
の
手
続
）

（
別
送
す
る
携
帯
品
又
は
引
越
荷
物
の
免
税
の
手
続
）

第
十
四
条

法
第
十
四
条
第
七
号
又
は
第
八
号
（
無
条
件
免
税
）
に
規
定
す
る
別

第
十
四
条

法
第
十
四
条
第
七
号
又
は
第
八
号
（
携
帯
品
及
び
引
越
荷
物
の
無
条

送
し
て
輸
入
す
る
物
品
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免
除
を
受
け

件
免
税
）
に
規
定
す
る
別
送
し
て
輸
入
す
る
物
品
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
に

よ
う
と
す
る
者
は
、
本
邦
へ
の
入
国
の
際
に
、
当
該
物
品
の
品
名
、
数
量
、
輸

よ
り
関
税
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
本
邦
へ
の
入
国
の
際
に
、
当
該

入
の
予
定
時
期
及
び
予
定
地
並
び
に
積
出
地
を
記
載
し
た
申
告
書
を
税
関
長
に

物
品
の
品
名
、
数
量
、
輸
入
の
予
定
時
期
及
び
予
定
地
並
び
に
積
出
地
を
記
載

提
出
し
て
そ
の
申
告
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
確
認
を
受
け
、
税
関
長
が
や
む

し
た
申
告
書
を
税
関
に
提
出
し
て
そ
の
申
告
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
税
関
の
確

を
得
な
い
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
そ
の
入
国
後
六

認
を
受
け
、
税
関
長
が
や
む
を
得
な
い
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
を

月
以
内
に
当
該
物
品
を
輸
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

除
く
外
、
そ
の
入
国
後
六
月
以
内
に
当
該
物
品
を
輸
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

２

税
関
長
は
、
前
項
の
申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
告
書
に
そ

２

税
関
は
、
前
項
の
申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
告
書
に
そ
の

の
申
告
が
あ
つ
た
旨
を
記
載
し
て
こ
れ
を
還
付
す
る
も
の
と
す
る
。

申
告
が
あ
つ
た
旨
を
記
載
し
て
こ
れ
を
還
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
物
品
を
輸
入
す
る
者
は
、
そ
の
輸
入
申
告
の
際
に
、
前
項
の
規
定

３

第
一
項
の
物
品
を
輸
入
す
る
者
は
、
そ
の
輸
入
申
告
の
際
に
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
還
付
さ
れ
た
申
告
書
を
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
よ
り
還
付
さ
れ
た
申
告
書
を
そ
の
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
再
輸
入
免
税
貨
物
の
輸
入
の
手
続
）

（
再
輸
入
免
税
貨
物
の
輸
入
の
手
続
）
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第
十
六
条

法
第
十
四
条
第
十
号
、
第
十
一
号
又
は
第
十
四
号
（
無
条
件
免
税
）

第
十
六
条

法
第
十
四
条
第
十
号
、
第
十
一
号
又
は
第
十
四
号
（
無
条
件
免
税
）

の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
免
除
を
受
け
よ

の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
免
除
を
受
け
よ

う
と
す
る
貨
物
の
輸
入
申
告
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
）
の

う
と
す
る
貨
物
の
輸
入
申
告
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
）
の

際
に
、
当
該
貨
物
の
輸
出
の
許
可
書
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
輸
出
の

際
に
、
当
該
貨
物
の
輸
出
の
許
可
書
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
輸
出
の

許
可
書
及
び
輸
入
の
許
可
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明
書
を
税
関
長

許
可
書
及
び
輸
入
の
許
可
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明
書
を
そ
の
輸

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
貨
物
が
こ
れ
ら
の
規
定
に
該

入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
貨

当
す
る
こ
と
が
他
の
資
料
に
基
づ
き
明
ら
か
で
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
貨
物
（

物
が
こ
れ
ら
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
が
他
の
資
料
に
基
づ
き
明
ら
か
で
あ
る

同
条
第
十
一
号
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
前
条
第
二
号

と
き
、
又
は
当
該
貨
物
（
同
条
第
十
一
号
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免
除
を
受
け

に
掲
げ
る
容
器
に
限
る
。
）
が
特
例
輸
出
入
者
（
関
税
法
第
七
条
の
二
第
一
項

よ
う
と
す
る
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
容
器
に
限
る
。
）
が
特
例
輸
出
入
者
（
関

（
申
告
の
特
例
）
の
承
認
及
び
同
法
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
（
輸
出

税
法
第
七
条
の
二
第
一
項
（
申
告
の
特
例
）
の
承
認
及
び
同
法
第
六
十
七
条
の

申
告
の
特
例
）
の
承
認
の
双
方
の
承
認
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

三
第
一
項
第
一
号
（
輸
出
申
告
の
特
例
）
の
承
認
の
双
方
の
承
認
を
受
け
た
者

に
よ
つ
て
輸
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
特
例
輸
出
入
者
の
特
例
申
告
貨

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
つ
て
輸
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
特
例

物
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

輸
出
入
者
の
特
例
申
告
貨
物
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

法
第
十
四
条
第
十
号
、
第
十
一
号
又
は
第
十
四
号
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免

２

法
第
十
四
条
第
十
号
、
第
十
一
号
又
は
第
十
四
号
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免

除
を
受
け
よ
う
と
す
る
貨
物
が
、
そ
の
輸
出
の
際
に
当
該
貨
物
に
つ
い
て
第
五

除
を
受
け
よ
う
と
す
る
貨
物
が
、
そ
の
輸
出
の
際
に
当
該
貨
物
に
つ
い
て
第
五

十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
戻
し
税
用
書
類
の
交
付

十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
戻
し
税
用
書
類
の
交
付

若
し
く
は
返
付
を
受
け
、
又
は
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
の

若
し
く
は
返
付
を
受
け
、
又
は
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
書
類
の
返
付
を
受
け
た
も
の
で
あ
る

規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
書
類
の
返
付
を
受
け
た
も
の
で
あ
る

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
輸
入
の
時
ま
で
に
当
該
貨
物
に
つ
い
て
法
第
十
九
条
第

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
輸
入
の
時
ま
で
に
当
該
貨
物
に
つ
い
て
法
第
十
九
条
第

一
項
（
輸
出
貨
物
の
製
造
用
原
料
品
の
減
税
、
免
税
又
は
戻
し
税
等
）
の
規
定

一
項
（
輸
出
貨
物
の
製
造
用
原
料
品
の
減
税
、
免
税
又
は
戻
し
税
等
）
の
規
定

に
よ
る
関
税
の
払
戻
し
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
減
額
を
含
む
。
）
又
は

に
よ
る
関
税
の
払
戻
し
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
減
額
を
含
む
。
）
又
は

法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
（
課
税
原
料
品
等
に
よ
る
製
品
を
輸
出
し
た
場
合
の

法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
（
課
税
原
料
品
等
に
よ
る
製
品
を
輸
出
し
た
場
合
の

免
税
又
は
戻
し
税
等
）
の
規
定
に
よ
る
関
税
の
免
除
が
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は

免
税
又
は
戻
し
税
等
）
の
規
定
に
よ
る
関
税
の
免
除
が
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は

、
当
該
貨
物
に
つ
き
法
第
十
四
条
第
十
号
、
第
十
一
号
又
は
第
十
四
号
の
規
定

、
当
該
貨
物
に
つ
き
法
第
十
四
条
第
十
号
、
第
十
一
号
又
は
第
十
四
号
の
規
定

に
よ
る
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
貨
物
の
輸
入
申
告
の
際
に
、
そ

に
よ
る
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
貨
物
の
輸
入
申
告
の
際
に
、
そ

の
輸
出
の
際
に
交
付
又
は
返
付
を
受
け
た
こ
れ
ら
の
書
類
を
税
関
長
に
提
出
し

の
輸
出
の
際
に
交
付
又
は
返
付
を
受
け
た
こ
れ
ら
の
書
類
を
同
項
の
税
関
長
に

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
省

略
）

３

同

上
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（
米
の
免
税
の
手
続
）

（
米
の
免
税
の
手
続
）

第
十
六
条
の
四

法
の
別
表
第
一
〇
・
〇
六
項
に
掲
げ
る
物
品
に
つ
い
て
法
第
十

第
十
六
条
の
四

法
の
別
表
第
一
〇
・
〇
六
項
に
掲
げ
る
物
品
に
つ
い
て
法
第
十

四
条
第
七
号
、
第
八
号
又
は
第
十
八
号
（
無
条
件
免
税
）
の
規
定
に
よ
り
関
税

四
条
第
七
号
、
第
八
号
又
は
第
十
八
号
（
携
帯
品
等
の
無
条
件
免
税
）
の
規
定

の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
物
品
の
輸
入
申
告
の
際
に
、
当
該
物

に
よ
り
関
税
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
物
品
の
輸
入
申
告
の
際

品
が
免
税
対
象
物
品
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
税
関
長
に
提
出
し

に
、
当
該
物
品
が
免
税
対
象
物
品
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
そ
の

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
再
輸
入
減
税
貨
物
の
輸
入
の
手
続
）

（
再
輸
入
減
税
貨
物
の
輸
入
の
手
続
）

第
十
六
条
の
五

法
第
十
四
条
の
二
（
再
輸
入
減
税
）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
軽

第
十
六
条
の
五

法
第
十
四
条
の
二
（
再
輸
入
減
税
）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
軽

減
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る
貨
物
の
輸
入
申

減
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る
貨
物
の
輸
入
申

告
書
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
書
）
に
、
当
該
貨
物
に
係
る

告
書
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
書
）
に
、
当
該
貨
物
に
係
る

輸
出
若
し
く
は
積
戻
し
の
許
可
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明
書
及
び
当

輸
出
若
し
く
は
積
戻
し
の
許
可
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明
書
及
び
当

該
貨
物
に
係
る
同
条
各
号
に
掲
げ
る
関
税
の
額
に
つ
い
て
の
税
関
の
証
明
書
を

該
貨
物
に
係
る
同
条
各
号
に
掲
げ
る
関
税
の
額
に
つ
い
て
の
税
関
の
証
明
書
を

添
付
し
て
、
こ
れ
を
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

添
付
し
て
、
こ
れ
を
そ
の
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

（
省

略
）

２

同

上

（
外
国
で
採
捕
さ
れ
た
水
産
物
等
の
免
税
の
手
続
）

（
外
国
で
採
捕
さ
れ
た
水
産
物
等
の
免
税
の
手
続
）

第
十
六
条
の
六

法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
（
外
国
で
採
捕
さ
れ
た
水
産
物
等
の

第
十
六
条
の
六

法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
（
外
国
で
採
捕
さ
れ
た
水
産
物
等
の

減
税
又
は
免
税
）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ

免
税
）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
免
除
を

の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
物
品
の
輸
入
申
告
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は

受
け
よ
う
と
す
る
物
品
の
輸
入
申
告
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申

、
特
例
申
告
）
の
際
に
、
当
該
物
品
が
本
邦
か
ら
出
漁
し
た
本
邦
の
船
舶
に
よ

告
）
の
際
に
、
当
該
物
品
が
本
邦
か
ら
出
漁
し
た
本
邦
の
船
舶
に
よ
つ
て
外
国

つ
て
外
国
で
採
捕
さ
れ
た
水
産
物
又
は
本
邦
か
ら
出
漁
し
た
本
邦
の
船
舶
内
に

で
採
捕
さ
れ
た
水
産
物
又
は
本
邦
か
ら
出
漁
し
た
本
邦
の
船
舶
内
に
お
い
て
加

お
い
て
加
工
さ
れ
若
し
く
は
製
造
さ
れ
た
製
品
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を

工
さ
れ
若
し
く
は
製
造
さ
れ
た
製
品
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
そ
の
輸
入

税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
産
物
加
工
製
品
の
指
定
等
）

（
水
産
物
加
工
製
品
の
指
定
等
）
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第
十
六
条
の
七

法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（
外
国
で
採
捕
さ
れ
た
水
産
物
等
の

第
十
六
条
の
七

法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（
水
産
物
加
工
製
品
の
減
税
）
に
規

減
税
又
は
免
税
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
製
品
は
、
本
邦
か
ら
出
漁
し
た

定
す
る
政
令
で
定
め
る
製
品
は
、
本
邦
か
ら
出
漁
し
た
本
邦
の
船
舶
内
に
お
い

本
邦
の
船
舶
内
に
お
い
て
同
項
の
水
産
物
に
加
工
し
、
又
は
こ
れ
を
原
料
と
し

て
同
項
の
水
産
物
に
加
工
し
、
又
は
こ
れ
を
原
料
と
し
て
製
造
す
る
こ
と
が
必

て
製
造
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
輸
入
の
時
に
お
い
て
当
該
加
工
又

要
で
あ
り
、
か
つ
、
輸
入
の
時
に
お
い
て
当
該
加
工
又
は
製
造
前
の
水
産
物
の

は
製
造
前
の
水
産
物
の
性
質
及
び
数
量
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
製
品
で
、

性
質
及
び
数
量
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
製
品
で
、
財
務
省
令
で
定
め
る
も

財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

２

（
省

略
）

２

同

上

３

法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る

３

法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
そ
の
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る
製
品
の
輸
入
申
告
（
特
例
申
告
貨
物
に

者
は
、
そ
の
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る
製
品
の
輸
入
申
告
（
特
例
申
告
貨
物
に

あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
）
の
際
に
、
そ
の
品
名
及
び
数
量
、
加
工
又
は
製
造
前

あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
）
の
際
に
、
そ
の
品
名
及
び
数
量
、
加
工
又
は
製
造
前

の
水
産
物
の
品
名
、
数
量
及
び
価
額
並
び
に
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る
関
税
の

の
水
産
物
の
品
名
、
数
量
及
び
価
額
並
び
に
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る
関
税
の

額
及
び
そ
の
計
算
の
基
礎
を
記
載
し
た
明
細
書
に
当
該
製
品
が
本
邦
か
ら
出
漁

額
及
び
そ
の
計
算
の
基
礎
を
記
載
し
た
明
細
書
に
当
該
製
品
が
本
邦
か
ら
出
漁

し
た
本
邦
の
船
舶
内
に
お
い
て
加
工
さ
れ
又
は
製
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

し
た
本
邦
の
船
舶
内
に
お
い
て
加
工
さ
れ
又
は
製
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
そ
の
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
提

。

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
本
、
参
考
品
及
び
学
術
研
究
用
品
の
免
税
の
手
続
）

（
標
本
、
参
考
品
及
び
学
術
研
究
用
品
の
免
税
の
手
続
）

第
十
九
条

法
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
（
特
定
用
途
免
税
）
の
規
定
に
よ
り
関

第
十
九
条

法
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
（
標
本
、
参
考
品
等
の
特
定
用
途
免
税

税
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
物
品
の

）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
免
除
を
受
け

輸
入
申
告
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
）
の
際
に
、
そ
の
品
名

よ
う
と
す
る
物
品
の
輸
入
申
告
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
）

、
数
量
及
び
原
産
地
、
陳
列
又
は
使
用
の
目
的
、
方
法
及
び
場
所
並
び
に
そ
の

の
際
に
、
そ
の
品
名
、
数
量
及
び
原
産
地
、
陳
列
又
は
使
用
の
目
的
、
方
法
及

同
種
品
又
は
類
似
品
に
つ
い
て
同
号
の
規
定
に
よ
る
免
除
を
既
に
受
け
た
こ
と

び
場
所
並
び
に
そ
の
同
種
品
又
は
類
似
品
に
つ
い
て
同
号
の
規
定
に
よ
る
免
除

が
あ
る
か
ど
う
か
及
び
学
術
研
究
用
品
に
つ
い
て
は
新
規
の
発
明
に
係
る
も
の

を
既
に
受
け
た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
及
び
学
術
研
究
用
品
に
つ
い
て
は
新
規

又
は
本
邦
に
お
い
て
製
作
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
で
あ
る
こ
と
の
事
由
を
記

の
発
明
に
係
る
も
の
又
は
本
邦
に
お
い
て
製
作
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
で
あ

載
し
た
書
面
を
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
こ
と
の
事
由
を
記
載
し
た
書
面
を
そ
の
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
省

略
）

２

同

上
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（
寄
贈
物
品
の
免
税
の
手
続
）

（
寄
贈
物
品
の
免
税
の
手
続
）

第
二
十
条

法
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
（
特
定
用
途
免
税
）

第
二
十
条

法
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
（
寄
贈
物
品
の
特
定

の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
免
除
を
受
け
よ

用
途
免
税
）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
免

う
と
す
る
物
品
の
輸
入
申
告
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
）
の

除
を
受
け
よ
う
と
す
る
物
品
の
輸
入
申
告
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特

際
に
、
そ
の
品
名
及
び
数
量
並
び
に
使
用
の
目
的
、
方
法
及
び
場
所
を
記
載
し

例
申
告
）
の
際
に
、
そ
の
品
名
及
び
数
量
並
び
に
使
用
の
目
的
、
方
法
及
び
場

た
書
面
を
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
を
記
載
し
た
書
面
を
そ
の
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

前
項
の
書
面
の
提
出
に
際
し
て
は
、
当
該
物
品
の
寄
贈
の
事
実
を
証
す
る
書

２

前
項
の
書
面
の
提
出
に
際
し
て
は
、
当
該
物
品
の
寄
贈
の
事
実
を
証
す
る
書

類
及
び
そ
の
寄
贈
を
受
け
た
者
が
法
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
施

類
及
び
そ
の
寄
贈
を
受
け
た
者
が
法
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
施

設
を
経
営
す
る
者
で
国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当

設
を
経
営
す
る
者
で
国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当

該
施
設
が
社
会
福
祉
事
業
を
行
う
施
設
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
そ
の
所
在
す

該
施
設
が
社
会
福
祉
事
業
を
行
う
施
設
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
そ
の
所
在
す

る
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
長
の
証
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
長
の
証
明
書
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
省

略
）

３

同

上

（
博
覧
会
等
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
物
品
の
免
税
の
手
続
）

（
博
覧
会
等
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
物
品
の
免
税
の
手
続
）

第
二
十
一
条
の
二

法
第
十
五
条
第
一
項
第
五
号
の
二
（
特
定
用
途
免
税
）
の
規

第
二
十
一
条
の
二

法
第
十
五
条
第
一
項
第
五
号
の
二
（
博
覧
会
等
に
お
い
て
使

定
に
よ
り
関
税
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
免
除
を
受
け
よ
う
と

用
さ
れ
る
物
品
の
特
定
用
途
免
税
）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免
除
を
受
け
よ
う

す
る
物
品
の
輸
入
申
告
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
）
の
際
に

と
す
る
者
は
、
そ
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
物
品
の
輸
入
申
告
（
特
例
申
告

、
そ
の
品
名
、
原
産
地
、
価
格
、
数
量
及
び
そ
の
算
出
の
基
礎
、
使
用
の
目
的

貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
）
の
際
に
、
そ
の
品
名
、
原
産
地
、
価
格
、
数

及
び
方
法
並
び
に
当
該
博
覧
会
等
の
名
称
、
開
催
期
間
、
会
場
の
位
置
及
び
主

量
及
び
そ
の
算
出
の
基
礎
、
使
用
の
目
的
及
び
方
法
並
び
に
当
該
博
覧
会
等
の

催
者
の
名
称
を
記
載
し
た
書
面
を
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

名
称
、
開
催
期
間
、
会
場
の
位
置
及
び
主
催
者
の
名
称
を
記
載
し
た
書
面
を
そ

の
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
省

略
）

２

同

上

（
航
空
機
の
発
着
等
を
安
全
に
す
る
免
税
機
械
等
の
免
税
の
手
続
）

（
航
空
機
の
発
着
等
を
安
全
に
す
る
免
税
機
械
等
の
免
税
の
手
続
）

第
二
十
四
条

法
第
十
五
条
第
一
項
第
八
号
（
特
定
用
途
免
税
）
の
規
定
に
よ
り

第
二
十
四
条

法
第
十
五
条
第
一
項
第
八
号
（
航
空
機
の
発
着
に
使
用
す
る
機
械

関
税
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
物
品

等
の
特
定
用
途
免
税
）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

の
輸
入
申
告
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
）
の
際
に
、
そ
の
品

、
そ
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
物
品
の
輸
入
申
告
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
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名
及
び
数
量
並
び
に
使
用
の
目
的
、
方
法
及
び
場
所
を
記
載
し
た
書
面
を
税
関

て
は
、
特
例
申
告
）
の
際
に
、
そ
の
品
名
及
び
数
量
並
び
に
使
用
の
目
的
、
方

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
及
び
場
所
を
記
載
し
た
書
面
を
そ
の
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
省

略
）

２

同

上

（
自
動
車
等
の
引
越
荷
物
の
免
税
の
手
続
）

（
自
動
車
等
の
引
越
荷
物
の
免
税
の
手
続
）

第
二
十
五
条

法
第
十
五
条
第
一
項
第
九
号
（
特
定
用
途
免
税
）
の
規
定
に
よ
り

第
二
十
五
条

法
第
十
五
条
第
一
項
第
九
号
（
自
動
車
等
の
引
越
荷
物
の
特
定
用

関
税
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
入
国
者
は
、
そ
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る

途
免
税
）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
入
国
者
は
、
そ
の

貨
物
の
輸
入
申
告
の
際
に
、
そ
の
品
名
、
種
類
及
び
数
量
並
び
に
使
用
の
目
的

免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
貨
物
の
輸
入
申
告
の
際
に
、
そ
の
品
名
、
種
類
及
び

及
び
主
た
る
使
用
の
場
所
を
記
載
し
た
申
請
書
に
当
該
貨
物
が
そ
の
入
国
前
に

数
量
並
び
に
使
用
の
目
的
及
び
主
た
る
使
用
の
場
所
を
記
載
し
た
申
請
書
に
当

既
に
そ
の
者
又
は
そ
の
家
族
の
使
用
し
た
も
の
（
船
舶
及
び
航
空
機
に
つ
い
て

該
貨
物
が
そ
の
入
国
前
に
既
に
そ
の
者
又
は
そ
の
家
族
の
使
用
し
た
も
の
（
船

は
、
そ
の
入
国
前
一
年
以
上
こ
れ
ら
の
者
の
使
用
し
た
も
の
）
で
あ
る
こ
と
を

舶
及
び
航
空
機
に
つ
い
て
は
、
そ
の
入
国
前
一
年
以
上
こ
れ
ら
の
者
の
使
用
し

証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
税
関
長
に
提
出
し
、
か
つ
、
本
邦
に
住
所

た
も
の
）
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
附
し
て
、
こ
れ
を
そ
の
輸
入
地
を

を
移
転
す
る
た
め
入
国
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
税
関
長
に
提

所
轄
す
る
税
関
長
に
提
出
し
、
且
つ
、
本
邦
に
住
所
を
移
転
す
る
た
め
入
国
す

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
税
関
に
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
省

略
）

２
・
３

同

上

（
条
約
の
規
定
に
よ
る
特
定
用
途
免
税
貨
物
の
免
税
の
手
続
）

（
条
約
の
規
定
に
よ
る
特
定
用
途
免
税
貨
物
の
免
税
の
手
続
）

第
二
十
五
条
の
三

法
第
十
五
条
第
一
項
第
十
号
（
特
定
用
途
免
税
）
の
規
定
に

第
二
十
五
条
の
三

法
第
十
五
条
第
一
項
第
十
号
（
条
約
の
規
定
に
よ
る
特
定
用

よ
り
関
税
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る

途
免
税
）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
免
除

貨
物
の
輸
入
申
告
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
）
の
際
に
、
次

を
受
け
よ
う
と
す
る
貨
物
の
輸
入
申
告
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

申
告
）
の
際
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
そ
の
輸
入
地
を
所
轄

た
だ
し
、
税
関
長
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
の
う
ち
必
要
が
な
い
と
認
め
る
も
の
の

す
る
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
税
関
長
は
、
こ
れ
ら

記
載
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
事
項
の
う
ち
必
要
が
な
い
と
認
め
る
も
の
の
記
載
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

一
～
三

（
省

略
）

一
～
三

同

上

２

（
省

略
）

２

同

上
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（
再
輸
出
貨
物
の
免
税
の
手
続
）

（
再
輸
出
貨
物
の
免
税
の
手
続
）

第
三
十
四
条

法
第
十
七
条
第
一
項
（
再
輸
出
免
税
）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免

第
三
十
四
条

法
第
十
七
条
第
一
項
（
再
輸
出
免
税
）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免

除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
貨
物
の
輸
入
申

除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
貨
物
の
輸
入
申

告
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
）
の
際
に
、
そ
の
品
名
、
数
量

告
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
）
の
際
に
、
そ
の
品
名
、
数
量

及
び
輸
入
の
目
的
、
輸
出
の
予
定
時
期
及
び
予
定
地
並
び
に
使
用
の
場
所
を
記

及
び
輸
入
の
目
的
、
輸
出
の
予
定
時
期
及
び
予
定
地
並
び
に
使
用
の
場
所
を
記

載
し
た
書
面
を
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

載
し
た
書
面
を
そ
の
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
・
３

（
省

略
）

２
・
３

同

上

（
再
輸
出
の
期
間
の
延
長
の
承
認
申
請
手
続
）

（
再
輸
出
の
期
間
の
延
長
の
承
認
申
請
手
続
）

第
三
十
七
条
の
二

法
第
十
七
条
第
一
項
（
再
輸
出
免
税
）
の
税
関
長
の
承
認
を

第
三
十
七
条
の
二

法
第
十
七
条
第
一
項
（
再
輸
出
免
税
）
の
税
関
長
の
承
認
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
貨
物
の
輸
入
の
許
可

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
貨
物
の
輸
入
の
許
可

の
日
か
ら
一
年
（
第
三
十
三
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
貨
物
に
つ
い
て
は
、
同

の
日
か
ら
一
年
（
第
三
十
三
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
貨
物
に
つ
い
て
は
、
同

号
に
掲
げ
る
期
間
）
以
内
に
、
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
貨
物
の
品
名
、

号
に
掲
げ
る
期
間
）
以
内
に
、
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
貨
物
の
品
名
、

数
量
、
輸
出
の
予
定
時
期
及
び
予
定
地
並
び
に
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る

数
量
、
輸
出
の
予
定
時
期
及
び
予
定
地
並
び
に
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る

理
由
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
貨
物
の
輸
入

理
由
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
貨
物
の
輸
入

を
許
可
し
た
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
再
輸
出
免
税
貨
物
の
輸
出
の
手
続
）

（
再
輸
出
免
税
貨
物
の
輸
出
の
手
続
）

第
三
十
九
条

法
第
十
七
条
第
一
項
（
再
輸
出
免
税
）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免

第
三
十
九
条

法
第
十
七
条
第
一
項
（
再
輸
出
免
税
）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免

除
を
受
け
た
貨
物
を
同
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

除
を
受
け
た
貨
物
を
同
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

そ
の
輸
出
申
告
の
際
に
、
当
該
貨
物
の
輸
入
の
許
可
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
税

そ
の
輸
出
申
告
の
際
に
、
当
該
貨
物
の
輸
入
の
許
可
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
税

関
の
証
明
書
を
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

関
の
証
明
書
を
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
当
該
貨
物
が
輸
入
後
加
工
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
加
工
を
し
た

、
当
該
貨
物
が
輸
入
後
加
工
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
加
工
を
し
た

者
が
作
成
し
た
加
工
証
明
書
を
当
該
許
可
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明

者
が
作
成
し
た
加
工
証
明
書
を
当
該
許
可
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明

書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
に
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
省

略
）

２
・
３

同

上

４

法
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲

４

法
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
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げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
が
さ
れ
た
日

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
が
さ
れ
た
日

（
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、

（
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、

輸
出
さ
れ
た
同
項
の
貨
物
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
再
輸
出
貨
物
」
と
い
う

輸
出
さ
れ
た
同
項
の
貨
物
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
再
輸
出
貨
物
」
と
い
う

。
）
の
輸
出
の
許
可
の
日
）
か
ら
一
月
以
内
に
、
再
輸
出
貨
物
の
輸
入
を
許
可

。
）
の
輸
出
の
許
可
の
日
）
か
ら
一
月
以
内
に
、
再
輸
出
貨
物
の
輸
入
地
を
所

し
た
税
関
長
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
項
の
規
定
が

轄
す
る
税
関
長
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
項
の
規
定

適
用
さ
れ
な
い
場
合
を
除
き
、
そ
の
届
出
に
際
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
交
付

が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
を
除
き
、
そ
の
届
出
に
際
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
交

さ
れ
た
輸
入
の
許
可
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明
書
を
提
出
し
な
け
れ

付
さ
れ
た
輸
入
の
許
可
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明
書
を
提
示
し
な
け

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
税
関
長
は
、
再
輸
出
貨
物
（
同
条
第
一
項
第
二
号
又

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
税
関
長
は
、
再
輸
出
貨
物
（
法
第
十
七
条
第
一
項

は
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免
除
を
受
け
た
貨
物
に
限
る
。
）
が
特
例
輸

第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免
除
を
受
け
た
貨
物
に
限
る
。
）

出
入
者
の
特
例
申
告
貨
物
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
必
要
が

が
特
例
輸
出
入
者
の
特
例
申
告
貨
物
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う

な
い
と
認
め
る
も
の
の
当
該
届
出
書
へ
の
記
載
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

ち
必
要
が
な
い
と
認
め
る
も
の
の
当
該
届
出
書
へ
の
記
載
を
省
略
さ
せ
る
こ
と

。

が
で
き
る
。

一
～
三

（
省

略
）

一
～
三

同

上

（
輸
出
貨
物
の
製
造
用
原
料
品
の
免
税
の
承
認
の
手
続
）

（
輸
出
貨
物
の
製
造
用
原
料
品
の
免
税
の
承
認
の
手
続
）

第
四
十
七
条
の
二

前
条
第
一
項
の
表
第
八
号
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

第
四
十
七
条
の
二

前
条
第
一
項
の
表
第
八
号
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

る
第
六
条
の
三
第
一
項
の
申
請
書
と
併
せ
て
、
輸
入
申
告
を
す
る
税
関
長
に
提

る
第
六
条
の
三
第
一
項
の
申
請
書
と
あ
わ
せ
て
、
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
省

略
）

一

同

上

二

当
該
輸
入
原
料
品
か
ら
輸
出
貨
物
を
製
造
す
る
場
合
に
お
け
る
製
造
歩
留

二

当
該
輸
入
原
料
品
か
ら
輸
出
貨
物
を
製
造
す
る
場
合
に
お
け
る
製
造
歩
留

り
及
び
そ
の
算
出
の
根
拠

ま
り
及
び
そ
の
算
出
の
根
拠

三
・
四

（
省

略
）

三
・
四

同

上

五

当
該
製
造
を
行
お
う
と
す
る
製
造
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

五

当
該
製
造
を
行
な
お
う
と
す
る
製
造
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

六

（
省

略
）

六

同

上

（
製
造
用
原
料
品
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

（
製
造
用
原
料
品
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
四
十
九
条

第
六
条
の
三
か
ら
第
十
二
条
ま
で
（
第
九
条
第
一
項
第
三
号
を
除

第
四
十
九
条

第
六
条
の
三
か
ら
第
十
二
条
ま
で
（
第
九
条
第
一
項
第
三
号
を
除
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く
。
）
の
規
定
は
、
法
第
十
九
条
第
一
項
（
輸
出
貨
物
の
製
造
用
原
料
品
の
減

く
。
）
の
規
定
は
、
法
第
十
九
条
第
一
項
（
輸
出
貨
物
製
造
用
原
料
品
の
減
税

税
、
免
税
又
は
戻
し
税
等
）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
軽
減
又
は
免
除
を
受
け
る

又
は
免
税
）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
軽
減
又
は
免
除
を
受
け
る
原
料
品
及
び
当

原
料
品
及
び
当
該
原
料
品
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
輸
出
貨
物
製
造
用
原

該
原
料
品
（
法
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
輸
出
貨
物
製
造
用
原
料
品
と

料
品
と
み
な
さ
れ
た
原
料
品
を
含
む
。
）
に
よ
り
製
造
さ
れ
た
輸
出
貨
物
に
つ

み
な
さ
れ
た
原
料
品
を
含
む
。
）
に
よ
り
製
造
さ
れ
た
輸
出
貨
物
に
つ
い
て
準

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
、

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
、
構
造
及

構
造
及
び
延
べ
面
積
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
構
造
」
と
、
第
十
二
条
第
一
項
第

び
延
べ
面
積
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
構
造
」
と
、
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
中

二
号
中
「
製
造
用
原
料
品
又
は
こ
れ
に
混
じ
て
使
用
し
た
同
種
の
他
の
原
料
品

「
製
造
用
原
料
品
又
は
こ
れ
に
混
じ
て
使
用
し
た
同
種
の
他
の
原
料
品
」
と
あ

」
と
あ
る
の
は
「
製
造
用
原
料
品
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
第
四
十
七
条
第
一

る
の
は
「
製
造
用
原
料
品
」
と
、
第
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
中

項
の
表
第
八
号
に
係
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
の
三
第
一
項
中
「
当
該
製

「
製
造
工
場
の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
」
と
あ
る
の
は
、
第
四
十
七
条
第

造
工
場
の
所
在
地
を
所
轄
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定

一
項
の
表
第
八
号
に
係
る
手
続
に
つ
い
て
は
「
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
」

に
よ
り
関
税
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
原
料
品
の
輸
入
申
告
を
す
る
」
と
、

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
を
使
用
す
る
製
造
工
場
の
所
在
地
を
所
轄
す
る
」
と
あ
る

の
は
「
の
輸
入
申
告
を
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
戻
し
税
に
係
る
原
料
品
を
使
用
し
て
製
造
し
た
貨
物
の
輸
出
の
手
続
）

（
戻
し
税
に
係
る
原
料
品
を
使
用
し
て
製
造
し
た
貨
物
の
輸
出
の
手
続
）

第
五
十
三
条
の
二

法
第
十
九
条
第
一
項
（
輸
出
貨
物
の
製
造
用
原
料
品
の
減
税

第
五
十
三
条
の
二

法
第
十
九
条
第
一
項
（
輸
出
貨
物
の
製
造
用
原
料
品
に
係
る

、
免
税
又
は
戻
し
税
等
）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
払
戻
し
を
受
け
る
原
料
品
を

戻
し
税
）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
払
戻
し
を
受
け
る
原
料
品
を
使
用
し
て
製
造

使
用
し
て
製
造
し
た
貨
物
の
輸
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
貨
物
の
輸
出

し
た
貨
物
の
輸
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
貨
物
の
輸
出
に
際
し
、
貨
物

に
際
し
、
貨
物
製
造
報
告
書
（
当
該
貨
物
の
輸
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
前
条

製
造
報
告
書
（
当
該
貨
物
の
輸
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
前
条
第
一
項
の
承
認

第
一
項
の
承
認
を
受
け
て
当
該
貨
物
の
製
造
を
し
た
者
以
外
の
者
で
あ
る
と
き

を
受
け
て
当
該
貨
物
の
製
造
を
し
た
者
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
承
認

は
、
当
該
承
認
を
受
け
て
そ
の
製
造
を
し
た
者
の
作
成
し
た
貨
物
製
造
証
明
書

を
受
け
て
そ
の
製
造
を
し
た
者
の
作
成
し
た
貨
物
製
造
証
明
書
）
を
輸
出
申
告

）
を
輸
出
申
告
書
に
添
付
し
て
、
こ
れ
を
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

書
に
添
付
し
て
、
こ
れ
を
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

２

（
省

略
）

２

同

上

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
輸
出
の
許
可
が
あ
つ
た
旨
の
表
示
を
し
た
戻
し
税
用
書

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
輸
出
の
許
可
が
あ
つ
た
旨
の
表
示
を
し
た
戻
し
税
用
書

類
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
契
約
の
破
棄
、
貨
物
の
亡
失
等
に
よ
り
、
当
該
貨

類
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
契
約
の
破
棄
、
貨
物
の
亡
失
等
に
よ
り
、
当
該
貨

物
の
全
部
が
輸
出
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
書
類
を
遅
滞
な
く

物
の
全
部
が
輸
出
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
書
類
を
遅
滞
な
く

当
該
貨
物
の
輸
出
を
許
可
し
た
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

税
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
輸
出
貨
物
の
製
造
用
原
料
品
に
係
る
減
額
の
手
続
等
）

（
輸
出
貨
物
の
製
造
用
原
料
品
に
係
る
減
額
の
手
続
等
）

第
五
十
三
条
の
四

法
第
十
九
条
第
五
項
（
輸
出
貨
物
の
製
造
用
原
料
品
の
減
税

第
五
十
三
条
の
四

法
第
十
九
条
第
五
項
（
輸
出
貨
物
の
製
造
用
原
料
品
に
係
る

、
免
税
又
は
戻
し
税
等
）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
減
額
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

関
税
の
減
額
）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
減
額
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
関
税

は
、
関
税
の
減
額
を
受
け
よ
う
と
す
る
原
料
品
を
使
用
し
て
製
造
し
た
貨
物
の

の
減
額
を
受
け
よ
う
と
す
る
原
料
品
を
使
用
し
て
製
造
し
た
貨
物
の
輸
出
申
告

輸
出
申
告
の
際
に
、
減
額
を
受
け
よ
う
と
す
る
関
税
の
額
及
び
そ
の
算
出
の
根

の
際
に
、
減
額
を
受
け
よ
う
と
す
る
関
税
の
額
及
び
そ
の
算
出
の
根
拠
並
び
に

拠
並
び
に
輸
出
し
よ
う
と
す
る
当
該
貨
物
及
び
そ
の
製
造
に
使
用
し
た
原
料
品

輸
出
し
よ
う
と
す
る
当
該
貨
物
及
び
そ
の
製
造
に
使
用
し
た
原
料
品
の
品
名
及

の
品
名
及
び
数
量
を
記
載
し
た
申
請
書
に
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し

び
数
量
を
記
載
し
た
申
請
書
に
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
貨
物
製

た
貨
物
製
造
報
告
書
（
関
税
の
減
額
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
項
に
お
い
て

造
報
告
書
（
関
税
の
減
額
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る

準
用
す
る
第
五
十
三
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
て
当
該
貨
物
の
製
造
を
し
た
者

第
五
十
三
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
て
当
該
貨
物
の
製
造
を
し
た
者
以
外
の
者

以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
承
認
を
受
け
て
そ
の
製
造
を
し
た
者
の
作
成

で
あ
る
と
き
は
、
当
該
承
認
を
受
け
て
そ
の
製
造
を
し
た
者
の
作
成
し
た
貨
物

し
た
貨
物
製
造
証
明
書
）
そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
そ

製
造
証
明
書
）
そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
そ
の
延
長
さ

の
延
長
さ
れ
た
期
限
内
に
、
こ
れ
を
輸
出
申
告
を
す
る
税
関
長
に
（
当
該
輸
出

れ
た
期
限
内
に
、
こ
れ
を
輸
出
申
告
を
し
た
税
関
の
税
関
長
に
（
当
該
輸
出
申

申
告
を
す
る
税
関
長
と
関
税
の
減
額
を
受
け
よ
う
と
す
る
原
料
品
の
輸
入
を
許

告
を
し
た
税
関
の
税
関
長
と
関
税
の
減
額
を
受
け
よ
う
と
す
る
原
料
品
の
輸
入

可
し
た
税
関
長
と
が
異
な
る
と
き
は
、
当
該
輸
出
申
告
を
す
る
税
関
長
を
経
由

地
を
所
轄
す
る
税
関
長
と
が
異
な
る
と
き
は
、
当
該
輸
出
申
告
を
し
た
税
関
の

し
て
当
該
輸
入
を
許
可
し
た
税
関
長
に
）
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

税
関
長
を
経
由
し
て
当
該
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
）
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

（
省

略
）

２

同

上

（
輸
出
貨
物
の
製
造
用
原
料
品
に
係
る
控
除
の
手
続
等
）

（
輸
出
貨
物
の
製
造
用
原
料
品
に
係
る
控
除
の
手
続
等
）

第
五
十
四
条

法
第
十
九
条
第
六
項
（
輸
出
貨
物
の
製
造
用
原
料
品
の
減
税
、
免

第
五
十
四
条

法
第
十
九
条
第
六
項
（
輸
出
貨
物
の
製
造
用
原
料
品
に
係
る
関
税

税
又
は
戻
し
税
等
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
原
料
品
は
、
果
実
の
缶
詰
等

の
控
除
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
原
料
品
は
、
果
実
の
缶
詰
等
の
製
造
に

の
製
造
に
使
用
さ
れ
る
第
五
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
輸
入
原
料
品
と
す

使
用
さ
れ
る
第
五
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
輸
入
原
料
品
と
す
る
。

る
。

２

法
第
十
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

２

法
第
十
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

、
関
税
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
原
料
品
を
使
用
し
て
製
造
し
た
貨
物
の
輸

、
関
税
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
原
料
品
を
使
用
し
て
製
造
し
た
貨
物
の
輸

出
申
告
の
際
に
、
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
関
税
の
額
及
び
そ
の
算
出
の
根
拠

出
申
告
の
際
に
、
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
関
税
の
額
及
び
そ
の
算
出
の
根
拠

並
び
に
輸
出
し
よ
う
と
す
る
当
該
貨
物
及
び
そ
の
製
造
に
使
用
し
た
原
料
品
の

並
び
に
輸
出
し
よ
う
と
す
る
当
該
貨
物
及
び
そ
の
製
造
に
使
用
し
た
原
料
品
の
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品
名
及
び
数
量
を
記
載
し
た
申
請
書
に
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た

品
名
及
び
数
量
を
記
載
し
た
申
請
書
に
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た

貨
物
製
造
報
告
書
（
関
税
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
第
五
十
三
条
第
一

貨
物
製
造
報
告
書
（
関
税
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
第
五
十
三
条
第
一

項
の
承
認
を
受
け
て
当
該
貨
物
の
製
造
を
し
た
者
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、

項
の
承
認
を
受
け
て
当
該
貨
物
の
製
造
を
し
た
者
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
承
認
を
受
け
て
そ
の
製
造
を
し
た
者
の
作
成
し
た
貨
物
製
造
証
明
書
）
そ

当
該
承
認
を
受
け
て
そ
の
製
造
を
し
た
者
の
作
成
し
た
貨
物
製
造
証
明
書
）
そ

の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
そ
の
特
例
申
告
書
の
提
出
期
限

の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
そ
の
特
例
申
告
書
の
提
出
期
限

内
に
、
こ
れ
を
輸
出
申
告
を
す
る
税
関
長
に
（
当
該
輸
出
申
告
を
す
る
税
関
長

内
に
、
こ
れ
を
輸
出
申
告
を
し
た
税
関
の
税
関
長
に
（
当
該
輸
出
申
告
を
し
た

と
関
税
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
原
料
品
の
輸
入
を
許
可
し
た
税
関
長
と
が

税
関
の
税
関
長
と
関
税
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
原
料
品
の
輸
入
地
を
所
轄

異
な
る
と
き
は
、
当
該
輸
出
申
告
を
す
る
税
関
長
を
経
由
し
て
当
該
輸
入
を
許

す
る
税
関
長
と
が
異
な
る
と
き
は
、
当
該
輸
出
申
告
を
し
た
税
関
の
税
関
長
を

可
し
た
税
関
長
に
）
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

経
由
し
て
当
該
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
）
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

３

（
省

略
）

３

同

上

（
内
貨
原
料
品
に
よ
る
製
品
の
輸
出
に
係
る
免
税
の
手
続
）

（
内
貨
原
料
品
に
よ
る
製
品
の
輸
出
に
係
る
免
税
の
手
続
）

第
五
十
四
条
の
三

法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
（
課
税
原
料
品
等
に
よ
る
製
品
を

第
五
十
四
条
の
三

法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
（
内
貨
原
料
品
に
よ
る
製
品
を
輸

輸
出
し
た
場
合
の
免
税
又
は
戻
し
税
等
）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免
除
を
受
け

出
し
た
場
合
の
免
税
）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
外
国
貨
物
の
輸
入
申
告
（

、
そ
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
外
国
貨
物
の
輸
入
申
告
（
特
例
申
告
貨
物
に

特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
）
の
際
に
、
そ
の
品
名
及
び
数
量
、

あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
）
の
際
に
、
そ
の
品
名
及
び
数
量
、
免
除
を
受
け
よ
う

免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
関
税
の
額
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し

と
す
る
関
税
の
額
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
前
条
第

た
書
面
に
前
条
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
税
関
長
が
返
付
し
た
書
類

二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
税
関
長
が
返
付
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
こ

を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
を
そ
の
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
省

略
）

２

同

上

（
承
認
を
受
け
て
保
税
工
場
等
に
入
れ
た
課
税
原
料
品
に
係
る
戻
し
税
の
手
続

（
承
認
を
受
け
て
保
税
工
場
等
に
入
れ
た
課
税
原
料
品
に
係
る
戻
し
税
の
手
続

）

）

第
五
十
四
条
の
九

法
第
十
九
条
の
二
第
二
項
（
課
税
原
料
品
等
に
よ
る
製
品
を

第
五
十
四
条
の
九

法
第
十
九
条
の
二
第
二
項
（
課
税
原
料
品
に
よ
る
製
品
を
輸

輸
出
し
た
場
合
の
免
税
又
は
戻
し
税
等
）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
払
戻
し
を
受

出
し
た
場
合
の
戻
し
税
）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
払
戻
し
を
受
け
よ
う
と
す
る

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
払
戻
し
に
係
る
輸
出
貨
物
の
輸
出
申
告
の
際
に
、

者
は
、
そ
の
払
戻
し
に
係
る
輸
出
貨
物
の
輸
出
申
告
の
際
に
、
そ
の
払
戻
し
を

そ
の
払
戻
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
課
税
原
料
品
の
品
名
及
び
数
量
並
び
に
当
該

受
け
よ
う
と
す
る
課
税
原
料
品
の
品
名
及
び
数
量
並
び
に
当
該
輸
出
貨
物
を
製
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輸
出
貨
物
を
製
造
し
た
保
税
工
場
又
は
総
合
保
税
地
域
の
名
称
及
び
所
在
地
を

造
し
た
保
税
工
場
又
は
総
合
保
税
地
域
の
名
称
及
び
所
在
地
を
記
載
し
た
申
請

記
載
し
た
申
請
書
に
課
税
原
料
品
の
輸
入
の
許
可
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関

書
に
課
税
原
料
品
の
輸
入
の
許
可
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明
書
（
特

の
証
明
書
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
こ

例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書

と
を
証
す
る
書
類
又
は
決
定
通
知
書
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明
書

類
又
は
決
定
通
知
書
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明
書
）
及
び
前
条
第

）
及
び
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
還
付
を
受
け
た
製
造
報
告
書
を
添
付
し
て

三
項
の
規
定
に
よ
り
還
付
を
受
け
た
製
造
報
告
書
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
輸
出

、
こ
れ
を
税
関
長
に
提
出
し
、
当
該
輸
出
貨
物
に
係
る
関
税
法
第
六
十
七
条
（

申
告
を
し
た
税
関
の
税
関
長
に
提
出
し
、
当
該
輸
出
貨
物
に
係
る
関
税
法
第
六

輸
出
又
は
輸
入
の
許
可
）
に
規
定
す
る
検
査
の
際
に
、
第
五
十
四
条
の
七
の
規

十
七
条
（
輸
出
又
は
輸
入
の
許
可
）
に
規
定
す
る
検
査
の
際
に
、
第
五
十
四
条

定
に
よ
る
払
戻
し
の
額
の
決
定
に
必
要
な
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
七
の
規
定
に
よ
る
払
戻
し
の
額
の
決
定
に
必
要
な
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
承
認
を
受
け
て
保
税
工
場
等
に
入
れ
た
課
税
原
料
品
に
係
る
戻
し
税
の
手
続

（
承
認
を
受
け
て
保
税
工
場
等
に
入
れ
た
課
税
原
料
品
に
係
る
戻
し
税
の
手
続

等
に
つ
い
て
の
規
定
の
準
用
）

等
に
つ
い
て
の
規
定
の
準
用
）

第
五
十
四
条
の
十

前
三
条
の
規
定
は
、
法
第
十
九
条
の
二
第
三
項
（
課
税
原
料

第
五
十
四
条
の
十

第
五
十
四
条
の
七
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
十
九
条

品
等
に
よ
る
製
品
を
輸
出
し
た
場
合
の
免
税
又
は
戻
し
税
等
）
の
規
定
を
適
用

の
二
第
三
項
（
未
納
税
原
料
品
に
よ
る
製
品
を
輸
出
し
た
場
合
の
戻
し
税
）
の

す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
四
条
の
七
中

規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十

「
関
税
を
納
付
し
て
輸
入
さ
れ
た
貨
物
（
以
下
「
課
税
原
料
品
」
と
い
う
。
）

四
条
の
七
中
「
関
税
を
納
付
し
て
輸
入
さ
れ
た
貨
物
（
以
下
「
課
税
原
料
品
」

で
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
関
税
を
納
付
す
べ
き
期
限
が
延
長
さ
れ
た
貨
物

と
い
う
。
）
で
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
関
税
を
納
付
す
べ
き
期
限
が
延
長

（
以
下
こ
の
条
並
び
に
第
五
十
四
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
次
条
及
び
第
五

さ
れ
た
貨
物
（
以
下
こ
の
条
並
び
に
第
五
十
四
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
次

十
四
条
の
九
に
お
い
て
「
未
納
税
原
料
品
」
と
い
う
。
）
で
法
第
十
九
条
の
二

条
及
び
第
五
十
四
条
の
九
に
お
い
て
「
未
納
税
原
料
品
」
と
い
う
。
）
で
法
第

第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
二
項
」
と
、
「
納
付
し
た

十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
二
項
」
と
、

関
税
（
附
帯
税
を
除
く
。
）
の
額
（
当
該
課
税
原
料
品
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の

「
納
付
し
た
関
税
（
附
帯
税
を
除
く
。
）
の
額
（
当
該
課
税
原
料
品
」
と
あ
る

納
付
す
べ
き
期
限
が
延
長
さ
れ
た
関
税
の
額
（
当
該
未
納
税
原
料
品
」
と
、
第

の
は
「
そ
の
納
付
す
べ
き
期
限
が
延
長
さ
れ
た
関
税
の
額
（
当
該
未
納
税
原
料

五
十
四
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
課
税
原
料
品
」
と
あ
る
の
は
「
未
納

品
」
と
、
第
五
十
四
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
課
税
原
料
品
」
と
あ
る

税
原
料
品
」
と
、
同
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
三
号
中
「
年
月
日
又
は

の
は
「
未
納
税
原
料
品
」
と
、
同
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
三
号
中
「

決
定
通
知
書
の
発
出
の
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
年
月
日
」
と
、
前
条
中
「
課

年
月
日
又
は
決
定
通
知
書
の
発
出
の
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
年
月
日
」
と
、

税
原
料
品
の
」
と
あ
る
の
は
「
未
納
税
原
料
品
の
」
と
、
「
証
す
る
書
類
又
は

前
条
中
「
課
税
原
料
品
」
と
あ
る
の
は
「
未
納
税
原
料
品
」
と
、
「
証
す
る
書

決
定
通
知
書
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明
書
」
と
あ
る
の
は
「
証
す

類
又
は
決
定
通
知
書
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明
書
」
と
あ
る
の
は

る
書
類
」
と
、
「
前
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前

「
証
す
る
書
類
」
と
、
「
前
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
に
お
い
て
準
用
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条
第
三
項
」
と
、
「
こ
れ
を
税
関
長
に
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
延
長
さ
れ
た
期

す
る
前
条
第
三
項
」
と
、
「
こ
れ
を
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
延
長
さ
れ
た
期
限

限
内
に
、
こ
れ
を
輸
出
申
告
を
す
る
税
関
長
に
（
当
該
輸
出
申
告
を
す
る
税
関

内
に
、
こ
れ
を
」
と
、
「
税
関
長
に
」
と
あ
る
の
は
「
税
関
長
に
（
当
該
輸
出

長
と
当
該
未
納
税
原
料
品
の
輸
入
を
許
可
し
た
税
関
長
と
が
異
な
る
と
き
は
、

申
告
を
し
た
税
関
の
税
関
長
と
当
該
未
納
税
原
料
品
の
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税

当
該
輸
出
申
告
を
す
る
税
関
長
を
経
由
し
て
当
該
輸
入
を
許
可
し
た
税
関
長
に

関
長
と
が
異
な
る
と
き
は
、
当
該
輸
出
申
告
を
し
た
税
関
の
税
関
長
を
経
由
し

）
」
と
、
「
第
五
十
四
条
の
七
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

て
当
該
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
）
」
と
、
「
第
五
十
四
条
の
七
」
と
あ

五
十
四
条
の
七
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
の
は
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
四
条
の
七
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

第
五
十
四
条
の
十
一

第
五
十
四
条
の
七
か
ら
第
五
十
四
条
の
九
ま
で
の
規
定
は

第
五
十
四
条
の
十
一

第
五
十
四
条
の
七
か
ら
第
五
十
四
条
の
九
ま
で
の
規
定
は

、
法
第
十
九
条
の
二
第
四
項
（
課
税
原
料
品
等
に
よ
る
製
品
を
輸
出
し
た
場
合

、
法
第
十
九
条
の
二
第
四
項
（
輸
入
原
料
品
に
よ
る
製
品
を
輸
出
し
た
場
合
の

の
免
税
又
は
戻
し
税
等
）
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

控
除
）
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
四
条
の
七
中
「
関
税
を
納
付
し
て
輸
入
さ
れ
た
貨

、
第
五
十
四
条
の
七
中
「
関
税
を
納
付
し
て
輸
入
さ
れ
た
貨
物
（
以
下
「
課
税

物
（
以
下
「
課
税
原
料
品
」
と
い
う
。
）
で
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
輸
入
さ
れ

原
料
品
」
と
い
う
。
）
で
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
輸
入
さ
れ
た
貨
物
で
法
第
十

た
貨
物
で
法
第
十
九
条
の
二
第
四
項
」
と
、
「
使
用
し
た
も
の
に
つ
い
て
納
付

九
条
の
二
第
四
項
」
と
、
「
使
用
し
た
も
の
に
つ
い
て
納
付
し
た
関
税
（
附
帯

し
た
関
税
（
附
帯
税
を
除
く
。
）
の
額
（
当
該
課
税
原
料
品
」
と
あ
る
の
は
「

税
を
除
く
。
）
の
額
（
当
該
課
税
原
料
品
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
し
た
も
の
（

使
用
し
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
並
び
に
第
五
十
四
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す

以
下
こ
の
条
並
び
に
第
五
十
四
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
次
条
及
び
第
五

る
次
条
及
び
第
五
十
四
条
の
九
に
お
い
て
「
輸
入
原
料
品
」
と
い
う
。
）
に
つ

十
四
条
の
九
に
お
い
て
「
輸
入
原
料
品
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
課
さ
れ
る
べ

い
て
課
さ
れ
る
べ
き
関
税
の
額
（
当
該
輸
入
原
料
品
」
と
、
第
五
十
四
条
の
八

き
関
税
の
額
（
当
該
輸
入
原
料
品
」
と
、
第
五
十
四
条
の
八
第
一
項
（
第
四
号

第
一
項
（
第
四
号
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
中
「
課
税

を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
中
「
課
税
原
料
品
」
と
あ
る

原
料
品
」
と
あ
る
の
は
「
輸
入
原
料
品
」
と
、
同
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二

の
は
「
輸
入
原
料
品
」
と
、
同
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
三
号
並
び
に

項
第
三
号
並
び
に
第
五
十
四
条
の
九
中
「
課
税
原
料
品
の
」
と
あ
る
の
は
「
輸

第
五
十
四
条
の
九
中
「
課
税
原
料
品
の
」
と
あ
る
の
は
「
輸
入
原
料
品
の
」
と

入
原
料
品
の
」
と
、
第
五
十
四
条
の
八
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
三
号
中

、
第
五
十
四
条
の
八
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
三
号
中
「
年
月
日
（
特
例

「
年
月
日
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
書
の
提
出
の
年
月
日
又

申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
書
の
提
出
の
年
月
日
又
は
決
定
通
知
書
の

は
決
定
通
知
書
の
発
出
の
年
月
日
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
年
月
日
」
と

発
出
の
年
月
日
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
年
月
日
」
と
、
第
五
十
四
条
の

、
第
五
十
四
条
の
九
中
「
品
名
及
び
数
量
」
と
あ
る
の
は
「
品
名
及
び
数
量
、

九
中
「
品
名
及
び
数
量
」
と
あ
る
の
は
「
品
名
及
び
数
量
、
控
除
を
受
け
よ
う

控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額
及
び
そ
の
計
算
の
基
礎
」
と
、
「
証
明
書
（
特

と
す
る
金
額
及
び
そ
の
計
算
の
基
礎
」
と
、
「
証
明
書
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ

例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書

つ
て
は
、
特
例
申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
決
定
通
知

類
又
は
決
定
通
知
書
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明
書
）
」
と
あ
る
の

書
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明
書
）
」
と
あ
る
の
は
「
証
明
書
」
と
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は
「
証
明
書
」
と
、
「
前
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
四
条
の
十
一
に

、
「
前
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
四
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る

お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
三
項
」
と
、
「
こ
れ
を
税
関
長
に
」
と
あ
る
の
は
「

前
条
第
三
項
」
と
、
「
こ
れ
を
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
輸
入
原
料
品
に
係
る
特

当
該
輸
入
原
料
品
に
係
る
特
例
申
告
書
の
提
出
期
限
内
に
、
こ
れ
を
輸
出
申
告

例
申
告
書
の
提
出
期
限
内
に
、
こ
れ
を
」
と
、
「
税
関
長
に
」
と
あ
る
の
は
「

を
す
る
税
関
長
に
（
当
該
輸
出
申
告
を
す
る
税
関
長
と
当
該
輸
入
原
料
品
の
輸

税
関
長
に
（
当
該
輸
出
申
告
を
し
た
税
関
の
税
関
長
と
当
該
輸
入
原
料
品
の
輸

入
を
許
可
し
た
税
関
長
と
が
異
な
る
と
き
は
、
当
該
輸
出
申
告
を
す
る
税
関
長

入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
と
が
異
な
る
と
き
は
、
当
該
輸
出
申
告
を
し
た
税
関

を
経
由
し
て
当
該
輸
入
を
許
可
し
た
税
関
長
に
）
」
と
、
「
第
五
十
四
条
の
七

の
税
関
長
を
経
由
し
て
当
該
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
）
」
と
、
「
第
五

」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
四
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
四
条
の
七

十
四
条
の
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
四
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

十
四
条
の
七
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
再
輸
出
の
期
間
の
延
長
の
承
認
申
請
手
続
）

（
再
輸
出
の
期
間
の
延
長
の
承
認
申
請
手
続
）

第
五
十
四
条
の
十
四

法
第
十
九
条
の
三
第
一
項
（
輸
入
時
と
同
一
状
態
で
再
輸

第
五
十
四
条
の
十
四

法
第
十
九
条
の
三
第
一
項
（
輸
入
時
と
同
一
状
態
で
再
輸

出
さ
れ
る
場
合
の
戻
し
税
等
）
の
税
関
長
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

出
さ
れ
る
場
合
の
戻
し
税
等
）
の
税
関
長
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
貨
物
の
輸
入
の
許
可
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
、

当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
貨
物
の
輸
入
の
許
可
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
、

当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
貨
物
の
品
名
、
数
量
、
輸
出
の
予
定
時
期
及
び

当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
貨
物
の
品
名
、
数
量
、
輸
出
の
予
定
時
期
及
び

予
定
地
並
び
に
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き

予
定
地
並
び
に
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
貨
物
の
輸
入
を
許
可
し
た
税
関
長
に
提
出
し

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
貨
物
の
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
提
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
輸
入
時
と
同
一
状
態
で
再
輸
出
さ
れ
る
場
合
の
払
戻
し
の
手
続
）

（
輸
入
時
と
同
一
状
態
で
再
輸
出
さ
れ
る
場
合
の
払
戻
し
の
手
続
）

第
五
十
四
条
の
十
六

法
第
十
九
条
の
三
第
一
項
（
輸
入
時
と
同
一
状
態
で
再
輸

第
五
十
四
条
の
十
六

法
第
十
九
条
の
三
第
一
項
（
輸
入
時
と
同
一
状
態
で
再
輸

出
さ
れ
る
場
合
の
戻
し
税
等
）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
払
戻
し
を
受
け
よ
う
と

出
さ
れ
る
場
合
の
戻
し
税
等
）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
払
戻
し
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
当
該
貨
物
の
輸
出
申
告
の
際
に
、
そ
の
品
名
及
び
数
量
並
び
に
輸

す
る
者
は
、
当
該
貨
物
の
輸
出
申
告
の
際
に
、
そ
の
品
名
及
び
数
量
並
び
に
輸

出
の
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
に
第
五
十
四
条
の
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

出
の
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
に
第
五
十
四
条
の
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

返
付
さ
れ
た
書
面
及
び
当
該
貨
物
の
輸
入
の
許
可
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関

返
付
さ
れ
た
書
面
及
び
当
該
貨
物
の
輸
入
の
許
可
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関

の
証
明
書
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
こ

の
証
明
書
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
こ

と
を
証
す
る
書
類
又
は
決
定
通
知
書
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明
書

と
を
証
す
る
書
類
又
は
決
定
通
知
書
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明
書

）
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

）
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
輸
出
申
告
を
し
た
税
関
の
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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（
輸
入
時
と
同
一
状
態
で
再
輸
出
さ
れ
る
場
合
の
払
戻
し
の
手
続
等
に
つ
い
て

（
輸
入
時
と
同
一
状
態
で
再
輸
出
さ
れ
る
場
合
の
払
戻
し
の
手
続
等
に
つ
い
て

の
規
定
の
準
用
）

の
規
定
の
準
用
）

第
五
十
四
条
の
十
七

第
五
十
四
条
の
十
三
及
び
前
二
条
の
規
定
は
、
法
第
十
九

第
五
十
四
条
の
十
七

第
五
十
四
条
の
十
三
及
び
前
二
条
の
規
定
は
、
法
第
十
九

条
の
三
第
二
項
（
輸
入
時
と
同
一
状
態
で
再
輸
出
さ
れ
る
場
合
の
戻
し
税
等
）

条
の
三
第
二
項
（
輸
入
時
と
同
一
状
態
で
再
輸
出
さ
れ
る
場
合
の
戻
し
税
等
）

の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五

の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五

十
四
条
の
十
五
中
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定

十
四
条
の
十
五
中
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定

を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
一
項
」
と
、
「
納
付
し
た
関
税
の
全
額
（

を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
一
項
」
と
、
「
納
付
し
た
関
税
の
全
額
（

延
滞
税
、
過
少
申
告
加
算
税
及
び
重
加
算
税
（
関
税
法
第
十
二
条
の
四
第
一
項

延
滞
税
、
過
少
申
告
加
算
税
及
び
重
加
算
税
（
関
税
法
第
十
二
条
の
四
第
一
項

及
び
第
三
項
（
同
条
第
一
項
の
重
加
算
税
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
重
加
算

及
び
第
三
項
（
同
条
第
一
項
の
重
加
算
税
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
重
加
算

税
）
の
重
加
算
税
に
限
る
。
）
の
額
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
納
付

税
）
の
重
加
算
税
に
限
る
。
）
の
額
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
納
付

す
べ
き
期
限
が
延
長
さ
れ
た
関
税
の
全
額
」
と
、
前
条
中
「
第
五
十
四
条
の
十

す
べ
き
期
限
が
延
長
さ
れ
た
関
税
の
全
額
」
と
、
前
条
中
「
第
五
十
四
条
の
十

三
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
四
条
の
十
三
第

三
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
四
条
の
十
三
第

三
項
」
と
、
「
こ
れ
を
税
関
長
に
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
延
長
さ
れ
た
期
限
内

三
項
」
と
、
「
こ
れ
を
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
延
長
さ
れ
た
期
限
内
に
、
こ
れ

に
、
こ
れ
を
輸
出
申
告
を
す
る
税
関
長
に
（
当
該
輸
出
申
告
を
す
る
税
関
長
と

を
」
と
、
「
税
関
長
に
」
と
あ
る
の
は
「
税
関
長
に
（
当
該
輸
出
申
告
を
し
た

当
該
貨
物
の
輸
入
を
許
可
し
た
税
関
長
と
が
異
な
る
と
き
は
、
当
該
輸
出
申
告

税
関
の
税
関
長
と
当
該
貨
物
の
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
と
が
異
な
る
と
き

を
す
る
税
関
長
を
経
由
し
て
当
該
輸
入
を
許
可
し
た
税
関
長
に
）
」
と
読
み
替

は
、
当
該
輸
出
申
告
を
し
た
税
関
の
税
関
長
を
経
由
し
て
当
該
輸
入
地
を
所
轄

え
る
も
の
と
す
る
。

す
る
税
関
長
に
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
四
条
の
十
八

第
五
十
四
条
の
十
三
、
第
五
十
四
条
の
十
五
及
び
第
五
十

第
五
十
四
条
の
十
八

第
五
十
四
条
の
十
三
、
第
五
十
四
条
の
十
五
及
び
第
五
十

四
条
の
十
六
の
規
定
は
、
法
第
十
九
条
の
三
第
三
項
（
輸
入
時
と
同
一
状
態
で

四
条
の
十
六
の
規
定
は
、
法
第
十
九
条
の
三
第
三
項
（
輸
入
時
と
同
一
状
態
で

再
輸
出
さ
れ
る
場
合
の
戻
し
税
等
）
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用

再
輸
出
さ
れ
る
場
合
の
戻
し
税
等
）
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
四
条
の
十
五
中
「
同
項
」
と
あ
る
の
は

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
四
条
の
十
五
中
「
同
項
」
と
あ
る
の
は

「
法
第
十
九
条
の
三
第
三
項
」
と
、
「
納
付
し
た
関
税
の
全
額
（
延
滞
税
、
過

「
法
第
十
九
条
の
三
第
三
項
」
と
、
「
納
付
し
た
関
税
の
全
額
（
延
滞
税
、
過

少
申
告
加
算
税
及
び
重
加
算
税
（
関
税
法
第
十
二
条
の
四
第
一
項
及
び
第
三
項

少
申
告
加
算
税
及
び
重
加
算
税
（
関
税
法
第
十
二
条
の
四
第
一
項
及
び
第
三
項

（
同
条
第
一
項
の
重
加
算
税
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
重
加
算
税
）
の
重
加

（
同
条
第
一
項
の
重
加
算
税
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
重
加
算
税
）
の
重
加

算
税
に
限
る
。
）
の
額
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
課
さ
れ
る
べ
き
関
税
の

算
税
に
限
る
。
）
の
額
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
課
さ
れ
る
べ
き
関
税
の

全
額
」
と
、
第
五
十
四
条
の
十
六
中
「
第
五
十
四
条
の
十
三
第
三
項
」
と
あ
る

全
額
」
と
、
第
五
十
四
条
の
十
六
中
「
第
五
十
四
条
の
十
三
第
三
項
」
と
あ
る



- 32 -

の
は
「
第
五
十
四
条
の
十
八
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
四
条
の
十
三
第
三
項

の
は
「
第
五
十
四
条
の
十
八
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
四
条
の
十
三
第
三
項

」
と
、
「
証
明
書
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
書
の
提
出
が
あ

」
と
、
「
証
明
書
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
書
の
提
出
が
あ

つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
決
定
通
知
書
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の

つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
決
定
通
知
書
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の

証
明
書
）
」
と
あ
る
の
は
「
証
明
書
」
と
、
「
税
関
長
に
」
と
あ
る
の
は
「
輸

証
明
書
）
」
と
あ
る
の
は
「
証
明
書
」
と
、
「
税
関
長
に
」
と
あ
る
の
は
「
税

出
申
告
を
す
る
税
関
長
に
（
当
該
輸
出
申
告
を
す
る
税
関
長
と
当
該
貨
物
の
輸

関
長
に
（
当
該
輸
出
申
告
を
し
た
税
関
の
税
関
長
と
当
該
貨
物
の
輸
入
地
を
所

入
を
許
可
し
た
税
関
長
と
が
異
な
る
と
き
は
、
当
該
輸
出
申
告
を
す
る
税
関
長

轄
す
る
税
関
長
と
が
異
な
る
と
き
は
、
当
該
輸
出
申
告
を
し
た
税
関
の
税
関
長

を
経
由
し
て
当
該
輸
入
を
許
可
し
た
税
関
長
に
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

を
経
由
し
て
当
該
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

る
。

す
る
。

（
違
約
品
等
の
再
輸
出
又
は
廃
棄
の
場
合
の
払
戻
し
等
の
手
続
）

（
違
約
品
等
の
再
輸
出
又
は
廃
棄
の
場
合
の
払
戻
し
等
の
手
続
）

第
五
十
六
条

法
第
二
十
条
第
一
項
（
違
約
品
等
の
再
輸
出
又
は
廃
棄
の
場
合
の

第
五
十
六
条

法
第
二
十
条
第
一
項
（
違
約
品
等
の
再
輸
出
の
場
合
の
戻
し
税
）

戻
し
税
等
）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
払
戻
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項

の
規
定
に
よ
り
関
税
の
払
戻
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ

の
規
定
に
よ
り
貨
物
を
保
税
地
域
（
関
税
法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
（
外
国

り
貨
物
を
保
税
地
域
（
関
税
法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
（
外
国
貨
物
を
置
く

貨
物
を
置
く
場
所
の
制
限
）
に
規
定
す
る
税
関
長
が
指
定
し
た
場
所
を
含
む
。

場
所
の
制
限
）
に
規
定
す
る
税
関
長
が
指
定
し
た
場
所
を
含
む
。
以
下
こ
の
条

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
入
れ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
そ

及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
入
れ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
そ
の
保
税
地
域

の
保
税
地
域
の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
当
該
貨

の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
当
該
貨
物
の
輸
出
申

物
の
輸
出
申
告
の
際
に
、
そ
の
品
名
及
び
数
量
並
び
に
輸
出
の
事
由
を
記
載
し

告
の
際
に
、
そ
の
品
名
及
び
数
量
並
び
に
輸
出
の
事
由
を
記
載
し
た
申
請
書
に

た
申
請
書
に
当
該
貨
物
が
法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該

当
該
貨
物
が
法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
す
る
も
の

当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
及
び
当
該
貨
物
の
輸
入
の
許
可
書
又

で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
及
び
当
該
貨
物
の
輸
入
の
許
可
書
又
は
こ
れ
に
代

は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明
書
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告

わ
る
税
関
の
証
明
書
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
書
の
提
出
が

書
の
提
出
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
決
定
通
知
書
若
し
く
は
こ
れ
に

あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
決
定
通
知
書
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関

代
わ
る
税
関
の
証
明
書
）
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
輸
出
申
告
を
す
る
税
関
長
に

の
証
明
書
）
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
輸
出
申
告
を
し
た
税
関
の
税
関
長
に
提
出

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
の
規

２

法
第
二
十
条
第
二
項
（
違
約
品
等
を
再
輸
出
に
代
え
て
廃
棄
し
た
場
合
の
戻

定
に
よ
り
貨
物
を
保
税
地
域
に
入
れ
た
と
き
は
、
当
該
保
税
地
域
の
所
在
地
を

し
税
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
貨
物

所
轄
す
る
税
関
長
に
そ
の
旨
を
届
け
出
る
と
と
も
に
、
当
該
貨
物
の
品
名
及
び

を
保
税
地
域
に
入
れ
た
と
き
は
、
当
該
保
税
地
域
の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税
関

数
量
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
保
税
地
域
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
廃
棄
の
日

長
に
そ
の
旨
を
届
け
出
る
と
と
も
に
、
当
該
貨
物
の
品
名
及
び
数
量
、
そ
の
置

時
、
方
法
及
び
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
に
当
該
貨
物
の
廃
棄
が
や
む
を
得
な

か
れ
て
い
る
保
税
地
域
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
廃
棄
の
日
時
、
方
法
及
び
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い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
及
び
当
該
貨
物
の
輸
入
の
許
可
書
又
は
こ

理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
に
当
該
貨
物
の
廃
棄
が
や
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
る

れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明
書
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
書
の

こ
と
を
証
す
る
書
類
及
び
当
該
貨
物
の
輸
入
の
許
可
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
税

提
出
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
決
定
通
知
書
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ

関
の
証
明
書
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た

る
税
関
の
証
明
書
）
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
当
該
税
関
長
に
提
出
し
、
同
項
に

こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
決
定
通
知
書
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明

規
定
す
る
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
）
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
当
該
税
関
長
に
提
出
し
、
同
項
に
規
定
す
る
承
認

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
受
け
て
廃
棄
し
た
貨
物
に
つ
い
て
法
第
二
十
条

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
受
け
て
廃
棄
し
た
貨
物
に
つ
い
て
法
第
二
十
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
払
戻
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
廃
棄

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
払
い
も
ど
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該

し
た
貨
物
又
は
当
該
廃
棄
に
よ
り
生
じ
た
残
存
物
の
品
名
及
び
数
量
、
前
項
の

廃
棄
し
た
貨
物
又
は
当
該
廃
棄
に
よ
り
生
じ
た
残
存
物
の
品
名
及
び
数
量
、
前

規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
保
税
地
域
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
廃
棄
の
日
時

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
保
税
地
域
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
廃
棄
の

を
記
載
し
た
申
請
書
を
そ
の
廃
棄
に
つ
い
て
承
認
を
し
た
税
関
長
に
提
出
し
な

日
時
を
記
載
し
た
申
請
書
を
そ
の
廃
棄
に
つ
い
て
承
認
を
し
た
税
関
長
に
提
出

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
税
地
域
へ
の
搬
入
期
間
の
延
長
の
承
認
申
請
手
続
）

（
保
税
地
域
へ
の
搬
入
期
間
の
延
長
の
承
認
申
請
手
続
）

第
五
十
六
条
の
二

法
第
二
十
条
第
一
項
（
違
約
品
等
の
再
輸
出
又
は
廃
棄
の
場

第
五
十
六
条
の
二

法
第
二
十
条
第
一
項
（
違
約
品
等
の
再
輸
出
の
場
合
の
戻
し

合
の
戻
し
税
等
）
の
税
関
長
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
承
認
を

税
）
の
税
関
長
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と

受
け
よ
う
と
す
る
貨
物
の
品
名
、
数
量
、
搬
入
を
予
定
す
る
保
税
地
域
の
名
称

す
る
貨
物
の
品
名
、
数
量
、
搬
入
を
予
定
す
る
保
税
地
域
の
名
称
及
び
所
在
地

及
び
所
在
地
、
搬
入
の
予
定
時
期
並
び
に
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由

、
搬
入
の
予
定
時
期
並
び
に
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由
そ
の
他
参
考

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
貨
物
の
輸
入
を
許

と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
貨
物
の
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税

可
し
た
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
保
税
地
域
の

関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
保
税
地
域
の
所
在
地
を

所
在
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
と
当
該
輸
入
を
許
可
し
た
税
関
長
と
が
異
な
る
と

所
轄
す
る
税
関
長
と
当
該
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
と
が
異
な
る
と
き
は
、

き
は
、
当
該
申
請
書
に
当
該
貨
物
の
輸
入
の
許
可
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関

当
該
申
請
書
に
当
該
貨
物
の
輸
入
の
許
可
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明

の
証
明
書
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
当
該
保
税
地
域
の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税
関

書
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
当
該
保
税
地
域
の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
提

長
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
違
約
品
等
の
再
輸
出
又
は
廃
棄
の
場
合
の
払
戻
し
の
手
続
等
に
つ
い
て
の
規

（
違
約
品
等
の
再
輸
出
又
は
廃
棄
の
場
合
の
払
戻
し
の
手
続
等
に
つ
い
て
の
規

定
の
準
用
）

定
の
準
用
）

第
五
十
六
条
の
三

第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
の
規
定
は
、
法
第
二

第
五
十
六
条
の
三

第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
の
規
定
は
、
法
第
二
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十
条
第
三
項
（
違
約
品
等
の
再
輸
出
又
は
廃
棄
の
場
合
の
戻
し
税
等
）
の
規
定

十
条
第
三
項
（
違
約
品
等
の
再
輸
出
又
は
廃
棄
の
場
合
の
戻
し
税
）
の
規
定
を

を
適
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
五
条

適
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
五
条
第

第
二
項
中
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る

二
項
中
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場

場
合
に
お
け
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
輸
出
を
し
た
貨
物
又
は
同
条

合
に
お
け
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
輸
出
を
し
た
貨
物
又
は
同
条
第

第
二
項
」
と
、
「
納
付
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
納
付
す
べ
き
期
限
が
延
長

二
項
」
と
、
「
納
付
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
納
付
す
べ
き
期
限
が
延
長
さ

さ
れ
た
」
と
、
第
五
十
六
条
第
一
項
中
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
条

れ
た
」
と
、
第
五
十
六
条
第
一
項
中
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
条
第

第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
一
項
」
と
、
「
こ
の
条
及

三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
一
項
」
と
、
「
こ
の
条
及
び

び
次
条
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
」
と
、
「
証
す
る
書
類
又
は
決
定
通
知
書
若

次
条
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
」
と
、
「
証
す
る
書
類
又
は
決
定
通
知
書
若
し

し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明
書
」
と
あ
る
の
は
「
証
す
る
書
類
」
と
、

く
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明
書
」
と
あ
る
の
は
「
証
す
る
書
類
」
と
、
「

「
こ
れ
を
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
延
長
さ
れ
た
期
限
内
に
、
こ
れ
を
」
と
、
「

こ
れ
を
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
延
長
さ
れ
た
期
限
内
に
、
こ
れ
を
」
と
、
「
の

を
す
る
税
関
長
に
」
と
あ
る
の
は
「
を
す
る
税
関
長
に
（
当
該
輸
出
申
告
を
す

税
関
長
に
」
と
あ
る
の
は
「
の
税
関
長
に
（
当
該
輸
出
申
告
を
し
た
税
関
の
税

る
税
関
長
と
当
該
貨
物
の
輸
入
を
許
可
し
た
税
関
長
と
が
異
な
る
と
き
は
、
当

関
長
と
当
該
貨
物
の
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
と
が
異
な
る
と
き
は
、
当
該

該
輸
出
申
告
を
す
る
税
関
長
を
経
由
し
て
当
該
輸
入
を
許
可
し
た
税
関
長
に
）

輸
出
申
告
を
し
た
税
関
の
税
関
長
を
経
由
し
て
当
該
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関

」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
同
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
三
項
の
規
定
を
適

長
に
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
条
第
三
項

用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
二
項
の
」
と
、
「
証
す
る
書
類
又
は
決
定
通
知

の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
二
項
」
と
、
「
証
す
る
書
類
又
は

書
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明
書
」
と
あ
る
の
は
「
証
す
る
書
類
」

決
定
通
知
書
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明
書
」
と
あ
る
の
は
「
証
す

と
、
「
こ
れ
を
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
延
長
さ
れ
た
期
限
内
に
、
こ
れ
を
」
と

る
書
類
」
と
、
「
こ
れ
を
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
延
長
さ
れ
た
期
限
内
に
、
こ

、
同
条
第
三
項
中
「
当
該
廃
棄
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
延
長
さ
れ
た
期
限

れ
を
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
当
該
廃
棄
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
延
長
さ

内
に
、
当
該
廃
棄
し
た
」
と
、
「
税
関
長
に
」
と
あ
る
の
は
「
税
関
長
に
（
当

れ
た
期
限
内
に
、
当
該
廃
棄
し
た
」
と
、
「
税
関
長
に
」
と
あ
る
の
は
「
税
関

該
承
認
を
し
た
税
関
長
と
当
該
廃
棄
し
た
貨
物
の
輸
入
を
許
可
し
た
税
関
長
と

長
に
（
当
該
承
認
を
し
た
税
関
長
と
当
該
廃
棄
し
た
貨
物
の
輸
入
地
を
所
轄
す

が
異
な
る
と
き
は
、
当
該
承
認
を
し
た
税
関
長
を
経
由
し
て
当
該
輸
入
を
許
可

る
税
関
長
と
が
異
な
る
と
き
は
、
当
該
承
認
を
し
た
税
関
長
を
経
由
し
て
当
該

し
た
税
関
長
に
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
六
条
の
四

第
五
十
五
条
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
は
法

第
五
十
六
条
の
四

第
五
十
五
条
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
は
法

第
二
十
条
第
四
項
（
違
約
品
等
の
再
輸
出
又
は
廃
棄
の
場
合
の
戻
し
税
等
）
の

第
二
十
条
第
四
項
（
違
約
品
等
の
再
輸
出
の
場
合
の
控
除
）
の
規
定
を
適
用
す

規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
五
十
五
条
第
二
項
並
び
に
第
五
十
六
条

る
場
合
に
つ
い
て
、
第
五
十
五
条
第
二
項
並
び
に
第
五
十
六
条
第
二
項
及
び
第

第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
法
第
二
十
条
第
五
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合

三
項
の
規
定
は
法
第
二
十
条
第
五
項
（
違
約
品
を
再
輸
出
に
代
え
て
廃
棄
し
た

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
五
条
第
一

場
合
の
控
除
）
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
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項
中
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
条
第
四
項
」
と
、
「
納
付
し
た
関
税

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
五
条
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
中
「
同

の
全
額
（
附
帯
税
の
額
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「

項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
条
第
四
項
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
納

課
さ
れ
る
べ
き
関
税
の
全
額
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「

付
し
た
関
税
の
全
額
（
附
帯
税
の
額
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と

法
第
二
十
条
第
五
項
」
と
、
「
納
付
し
た
関
税
の
全
額
」
と
あ
る
の
は
「
課
さ

あ
る
の
は
「
課
さ
れ
る
べ
き
関
税
の
全
額
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六

れ
る
べ
き
関
税
の
全
額
」
と
、
第
五
十
六
条
第
一
項
中
「
同
項
」
と
あ
る
の
は

条
第
二
項
中
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
条
第
五
項
」
と
、
第
五
十
五

「
法
第
二
十
条
第
四
項
」
と
、
「
こ
の
条
及
び
次
条
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条

条
第
二
項
中
「
納
付
し
た
関
税
の
全
額
」
と
あ
る
の
は
「
課
さ
れ
る
べ
き
関
税

」
と
、
「
品
名
及
び
数
量
」
と
あ
る
の
は
「
品
名
及
び
数
量
、
控
除
を
受
け
よ

の
全
額
」
と
、
第
五
十
六
条
第
一
項
中
「
こ
の
条
及
び
次
条
」
と
あ
る
の
は
「

う
と
す
る
金
額
及
び
そ
の
計
算
の
基
礎
」
と
、
「
証
明
書
（
特
例
申
告
貨
物
に

こ
の
条
」
と
、
同
項
及
び
同
条
第
三
項
中
「
品
名
及
び
数
量
」
と
あ
る
の
は
「

あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
決
定
通

品
名
及
び
数
量
、
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額
及
び
そ
の
計
算
の
基
礎
」
と

知
書
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明
書
）
」
と
あ
る
の
は
「
証
明
書
」

、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
証
明
書
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特

と
、
「
こ
れ
を
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
貨
物
に
係
る
特
例
申
告
書
の
提
出
期
限

例
申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
決
定
通
知
書
若
し
く
は

内
に
、
こ
れ
を
」
と
、
「
を
す
る
税
関
長
に
」
と
あ
る
の
は
「
を
す
る
税
関
長

こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明
書
）
」
と
あ
る
の
は
「
証
明
書
」
と
、
「
こ
れ
を

に
（
当
該
輸
出
申
告
を
す
る
税
関
長
と
当
該
貨
物
の
輸
入
を
許
可
し
た
税
関
長

」
と
あ
る
の
は
「
当
該
貨
物
に
係
る
特
例
申
告
書
の
提
出
期
限
内
に
、
こ
れ
を

と
が
異
な
る
と
き
は
、
当
該
輸
出
申
告
を
す
る
税
関
長
を
経
由
し
て
当
該
輸
入

」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
の
税
関
長
に
」
と
あ
る
の
は
「
の
税
関
長
に
（
当
該

を
許
可
し
た
税
関
長
に
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
同
項
の
」
と
あ
る
の
は
「

輸
出
申
告
を
し
た
税
関
の
税
関
長
と
当
該
貨
物
の
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長

法
第
二
十
条
第
五
項
の
」
と
、
「
証
明
書
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特

と
が
異
な
る
と
き
は
、
当
該
輸
出
申
告
を
し
た
税
関
の
税
関
長
を
経
由
し
て
当

例
申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
決
定
通
知
書
若
し
く
は

該
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
）
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
当
該
廃
棄
し
た

こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明
書
）
」
と
あ
る
の
は
「
証
明
書
」
と
、
「
こ
れ
を

」
と
あ
る
の
は
「
当
該
廃
棄
し
た
貨
物
に
係
る
特
例
申
告
書
の
提
出
期
限
内
に

」
と
あ
る
の
は
「
当
該
貨
物
に
係
る
特
例
申
告
書
の
提
出
期
限
内
に
、
こ
れ
を

、
当
該
廃
棄
し
た
」
と
、
「
税
関
長
に
」
と
あ
る
の
は
「
税
関
長
に
（
当
該
承

」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
当
該
廃
棄
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
廃
棄
し
た
貨

認
を
し
た
税
関
長
と
当
該
廃
棄
し
た
貨
物
の
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
と
が

物
に
係
る
特
例
申
告
書
の
提
出
期
限
内
に
、
当
該
廃
棄
し
た
」
と
、
「
品
名
及

異
な
る
と
き
は
、
当
該
承
認
を
し
た
税
関
長
を
経
由
し
て
当
該
輸
入
地
を
所
轄

び
数
量
」
と
あ
る
の
は
「
品
名
及
び
数
量
、
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額
及

す
る
税
関
長
に
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

び
そ
の
計
算
の
基
礎
」
と
、
「
税
関
長
に
」
と
あ
る
の
は
「
税
関
長
に
（
当
該

承
認
を
し
た
税
関
長
と
当
該
廃
棄
し
た
貨
物
の
輸
入
を
許
可
し
た
税
関
長
と
が

異
な
る
と
き
は
、
当
該
承
認
を
し
た
税
関
長
を
経
由
し
て
当
該
輸
入
を
許
可
し

た
税
関
長
に
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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○

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
六
十
九
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
加
工
又
は
組
立
て
に
係
る
製
品
の
減
税
の
手
続
）

（
加
工
又
は
組
立
て
に
係
る
製
品
の
減
税
の
手
続
）

第
二
十
三
条

法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

第
二
十
三
条

法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

、
そ
の
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る
製
品
の
輸
入
の
際
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ

、
そ
の
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る
製
品
の
輸
入
の
際
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ

て
は
、
特
例
申
告
の
際
）
に
、
そ
の
輸
入
申
告
書
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て

て
は
、
特
例
申
告
の
際
）
に
、
そ
の
輸
入
申
告
書
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て

は
、
特
例
申
告
書
）
に
同
条
に
規
定
す
る
輸
出
さ
れ
た
貨
物
の
輸
出
の
許
可
書

は
、
特
例
申
告
書
）
に
同
条
に
規
定
す
る
輸
出
さ
れ
た
貨
物
の
輸
出
の
許
可
書

又
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明
書
、
加
工
又
は
組
立
て
を
証
す
る
書
類
及
び

又
は
こ
れ
に
代
わ
る
税
関
の
証
明
書
、
加
工
又
は
組
立
て
を
証
す
る
書
類
及
び

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
明
細
書
を
添
付
し
て
、
税
関
長
に
提
出
し
な
け

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
明
細
書
を
添
付
し
て
、
そ
の
輸
入
地
を
所
轄
す

れ
ば
な
ら
な
い
。

る
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
省

略
）

一
～
五

同

上

２
～
４

（
省

略
）

２
～
４

同

上

（
製
造
用
原
料
品
に
係
る
譲
許
の
便
益
の
適
用
の
手
続
）

（
製
造
用
原
料
品
に
係
る
譲
許
の
便
益
の
適
用
の
手
続
）

第
三
十
三
条
の
五

法
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
譲
許
の
便
益

第
三
十
三
条
の
五

法
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
譲
許
の
便
益

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

す
る
原
料
品
の
輸
入
申
告
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
）
の
際

す
る
原
料
品
の
輸
入
申
告
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
）
の
際

に
、
そ
の
品
名
及
び
数
量
、
そ
の
製
品
の
品
名
及
び
予
定
数
量
、
承
認
を
受
け

に
、
そ
の
品
名
及
び
数
量
、
そ
の
製
品
の
品
名
及
び
予
定
数
量
、
承
認
を
受
け

た
製
造
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地
、
当
該
原
料
品
を
置
く
場
所
並
び
に
製
造
の

た
製
造
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地
、
当
該
原
料
品
を
置
く
場
所
並
び
に
製
造
の

期
間
を
記
載
し
た
書
面
を
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

期
間
を
記
載
し
た
書
面
を
そ
の
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

（
省

略
）

２

同

上
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○

通
関
業
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
三
十
七
号
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
営
業
所
の
新
設
の
許
可
の
申
請
手
続
）

（
営
業
所
の
新
設
の
許
可
の
申
請
手
続
）

第
一
条

通
関
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

第
一
条

通
関
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
通
関
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
許
可

税
関
長
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
通
関
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

申
請
書
を
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
許
可
申
請
書
を
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
省

略
）

一
・
二

同

上

三

当
該
営
業
所
に
お
け
る
通
関
業
務
に
係
る
取
扱
貨
物
が
一
定
の
種
類
の
も

三

当
該
営
業
所
に
お
い
て
す
る
通
関
業
務
を
行
な
お
う
と
す
る
地
域
及
び
そ

の
の
み
に
限
ら
れ
る
場
合
に
は
当
該
貨
物
の
種
類

の
通
関
業
務
に
係
る
取
扱
貨
物
が
一
定
の
種
類
の
も
の
の
み
に
限
ら
れ
る
場

合
に
は
当
該
貨
物
の
種
類

２

前
項
の
許
可
申
請
書
に
は
、
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
営
業
所
に
お
い
て
通

２

前
項
の
許
可
申
請
書
に
は
、
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
営
業
所
に
お
い
て
通

関
業
務
に
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
、
そ
の
通
関
業
務
の
用
に
供
さ
れ

関
業
務
に
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
、
そ
の
通
関
業
務
の
用
に
供
さ
れ

る
資
産
の
明
細
並
び
に
当
該
営
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
見
込
み
の
通
関
業
務

る
資
産
の
明
細
並
び
に
当
該
営
業
所
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
見
込
み
の
通
関
業

の
量
及
び
そ
の
算
出
の
基
礎
を
記
載
し
た
書
面
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
書
面

務
の
量
及
び
そ
の
算
出
の
基
礎
を
記
載
し
た
書
面
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
書

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

面
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
営
業
所
の
届
出
の
手
続
）

（
営
業
区
域
外
に
お
い
て
業
務
を
行
な
う
場
合
の
手
続
）

第
二
条

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

第
二
条

法
第
九
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
同
条
に
規
定
す
る
税
関
の
管
轄
区

し
た
届
出
書
を
財
務
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

域
外
に
お
い
て
通
関
業
務
を
行
な
お
う
と
す
る
通
関
業
者
は
、
そ
の
提
出
す
る

一

当
該
営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

法
第
二
条
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
通
関
書
類
に
法
第
九
条
た
だ
し
書
の
規
定
に

二

当
該
営
業
所
の
責
任
者
の
氏
名
及
び
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
置
こ
う

該
当
す
る
旨
を
附
記
し
、
又
は
当
該
通
関
業
務
を
行
な
う
際
に
口
頭
で
税
関
官

と
す
る
通
関
士
の
数

署
に
対
し
て
そ
の
該
当
す
る
旨
を
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

当
該
営
業
所
に
お
け
る
通
関
業
務
に
係
る
取
扱
貨
物
が
一
定
の
種
類
の
も

の
の
み
に
限
ら
れ
る
場
合
に
は
当
該
貨
物
の
種
類

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
届
出
に
係
る
営
業
所
に
お
い
て
通
関
業
務
に
従
事
さ
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せ
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
書
面
を

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
通
関
業
の
許
可
を
承
継
す
る
こ
と
の
承
認
の
手
続
）

（
通
関
業
の
許
可
を
承
継
す
る
こ
と
の
承
認
の
手
続
）

第
三
条

法
第
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

第
二
条
の
二

法
第
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
当
該
承
認
を
受
け
よ
う

な
ら
な
い
。

と
す
る
承
継
に
係
る
通
関
業
の
許
可
を
し
た
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
～
三

（
省

略
）

一
～
三

同

上

２

法
第
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

２

法
第
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
承

な
い
。

継
に
係
る
通
関
業
の
許
可
を
し
た
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
省

略
）

一
～
四

同

上

３

前
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
は
、
当
該
申
請
書
を
提
出
す
る
者
（
以
下
こ

３

前
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
は
、
当
該
申
請
書
を
提
出
す
る
者
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
の
資
産
の
状
況
を
示
す
書
面
そ
の
他

の
項
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
の
資
産
の
状
況
を
示
す
書
面
そ
の
他

財
務
省
令
で
定
め
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
財
務
大

財
務
省
令
で
定
め
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
税
関
長

臣
は
、
申
請
者
の
資
力
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
そ
の
添
付
の
必
要
が
な
い

は
、
申
請
者
の
資
力
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
そ
の
添
付
の
必
要
が
な
い
と

と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
書
面
の
添
付
を
省
略
さ
せ
る

認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
書
面
の
添
付
を
省
略
さ
せ
る
こ

こ
と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

（
許
可
の
消
滅
に
関
す
る
届
出
義
務
者
）

（
許
可
の
消
滅
に
関
す
る
届
出
義
務
者
）

第
四
条

（
省

略
）

第
三
条

同

上

（
通
関
士
の
設
置
）

（
通
関
士
の
設
置
）

第
五
条

通
関
業
者
は
、
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
通
関
士
を
置
か
な
け
れ
ば

第
四
条

通
関
業
者
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
関
士
を
置
か
な

な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
営
業
所
ご
と
に
、
通
関
業
務
に
係
る
貨
物
の
数
量
及

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
営
業
所
ご
と
に
、
専
任
の
通
関
士
（
営
業
所

び
種
類
並
び
に
次
条
に
規
定
す
る
通
関
書
類
の
数
、
種
類
及
び
内
容
に
応
じ
て

に
お
け
る
通
関
業
務
の
量
か
ら
み
て
専
任
の
通
関
士
を
置
く
必
要
が
な
い
も
の

必
要
な
員
数
の
通
関
士
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
し
て
税
関
長
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
は
、
専
任
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
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。
）
一
人
以
上
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
通
関
業
者
は
、
同
項
の
規
定
に
抵
触
す
る
に
至
つ
た
営
業
所
が
あ
る

と
き
は
、
二
月
以
内
に
、
同
項
の
規
定
に
適
合
さ
せ
る
た
め
必
要
な
措
置
を
と

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
通
関
士
の
設
置
に
係
る
地
域
の
指
定
）

第
五
条

法
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
地
域
は
、
別

表
に
掲
げ
る
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
属
す
る
地
域
と
す
る
。

（
通
知
を
要
す
る
検
査
の
範
囲
）

（
通
知
を
要
す
る
検
査
の
範
囲
）

第
七
条

法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
検
査

第
七
条

同

上

と
す
る
。

一

（
省

略
）

一

同

上

二

関
税
法
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
（
同
法
第
六
十
一
条
の
四
及
び
第
六
十

二

関
税
法
第
四
十
三
条
の
四
（
同
法
第
六
十
一
条
の
四
及
び
第
六
十
二
条
の

二
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
検
査

十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
検
査

三

（
省

略
）

三

同

上

（
権
限
の
委
任
）

第
十
四
条

法
に
規
定
す
る
財
務
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

の
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
税
関
長
に
委
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
条
第
一
項
の
許
可
に
際
し
条
件
を
付

す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
、
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
、
法
第
五
条
の

規
定
並
び
に
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
権
限

法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
が
通
関
業
務
を
行
お
う
と
す
る
営
業
所
の
所
在
地
（
当

該
営
業
所
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
主
た
る
も
の
の
所
在
地
）
を
管
轄
す

る
税
関
長

二

法
第
三
条
第
二
項
（
同
条
第
一
項
の
許
可
後
に
条
件
を
付
す
る
場
合
に
限

り
、
法
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
項
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（
法
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
、
法
第

八
条
第
一
項
の
規
定
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
の
規
定

、
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
、
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
、
法
第
十
一
条
の

規
定
、
法
第
十
二
条
の
規
定
、
法
第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定

、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
、
法
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
、
法
第
三

十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
法
第
三
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
、
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
、
法
第
三
十
七

条
の
規
定
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
並
び
に
法
第
三
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
権
限

当
該
権
限
の
行
使
の
対
象
と
な
る
者
が
通
関
業
務
を

行
う
営
業
所
の
所
在
地
（
当
該
営
業
所
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
主
た
る

も
の
の
所
在
地
）
を
管
轄
す
る
税
関
長
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
二
号
税

関
長
」
と
い
う
。
）

三

法
第
十
一
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
権
限

同
条

第
一
項
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
通
関
業
者
に
係
る
二
号
税
関
長

四

法
第
十
一
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
権
限

同
条
第
二
項
又
は
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
し
た
税
関
長

五

法
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
権
限

同
条
の
規
定
に
よ
る
申
出
の
対
象

と
な
る
者
に
係
る
二
号
税
関
長

２

前
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
税
関
長
に
委
任
さ

れ
た
権
限
の
う
ち
、
通
関
業
務
を
行
う
営
業
所
で
あ
つ
て
同
号
に
定
め
る
税
関

長
以
外
の
税
関
長
の
所
属
す
る
税
関
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
も
の
に
係
る
法
第

五
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
当
該
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

税
関
長
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
税
関
長
に
委
任

さ
れ
た
権
限
の
う
ち
、
通
関
業
務
を
行
う
営
業
所
で
あ
つ
て
二
号
税
関
長
以
外

の
税
関
長
の
所
属
す
る
税
関
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
も
の
に
係
る
法
第
八
条
第

一
項
の
規
定
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四

項
並
び
に
法
第
五
条
の
規
定
、
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
、
法
第
十
二
条
の
規
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定
、
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
並
び
に

法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
当
該
営
業
所
の
所

在
地
を
管
轄
す
る
税
関
長
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

別
表

通
関
士
の
設
置
を
要
す
る
地
域
（
第
五
条
関
係
）

北
海
道
の
う
ち

札
幌
市

小
樽
市

千
歳
市

釧
路
市

苫
小
牧
市

室
蘭
市

函
館
市

青
森
県
の
う
ち

八
戸
市

宮
城
県
の
う
ち

石
巻
市

茨
城
県
の
う
ち

神
栖
市

群
馬
県
の
う
ち

前
橋
市

高
崎
市

太
田
市

千
葉
県
の
う
ち

千
葉
市

成
田
市

市
川
市

船
橋
市

市
原
市

袖
ヶ
浦
市

木
更
津

市

君
津
市

東
京
都

神
奈
川
県
の
う
ち

横
浜
市

川
崎
市

横
須
賀
市

三
浦
市

新
潟
県
の
う
ち

新
潟
市

富
山
県
の
う
ち

富
山
市

高
岡
市

射
水
市

福
井
県
の
う
ち

福
井
市

静
岡
県
の
う
ち
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静
岡
市

富
士
市

駿
東
郡
長
泉
町

沼
津
市

焼
津
市

浜
松
市

愛
知
県
の
う
ち

名
古
屋
市

西
春
日
井
郡
豊
山
町

海
部
郡
飛
島
村

東
海
市

知
多
市

常
滑
市

半
田
市

蒲
郡
市

豊
橋
市

田
原
市

三
重
県
の
う
ち

四
日
市
市

京
都
府
の
う
ち

京
都
市

舞
鶴
市

大
阪
府
の
う
ち

大
阪
市

摂
津
市

豊
中
市

堺
市

泉
大
津
市

岸
和
田
市

貝
塚
市

泉
佐
野
市

泉
南
郡
田
尻
町

泉
南
市

兵
庫
県
の
う
ち

神
戸
市

姫
路
市

加
古
川
市

尼
崎
市

和
歌
山
県
の
う
ち

和
歌
山
市

海
南
市

鳥
取
県
の
う
ち

境
港
市

島
根
県
の
う
ち

安
来
市

岡
山
県
の
う
ち

倉
敷
市

笠
岡
市

玉
野
市

広
島
県
の
う
ち

広
島
市

福
山
市

尾
道
市

呉
市

山
口
県
の
う
ち

周
南
市

宇
部
市

下
関
市

徳
島
県
の
う
ち

徳
島
市

小
松
島
市

阿
南
市

香
川
県
の
う
ち
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坂
出
市

丸
亀
市

愛
媛
県
の
う
ち

松
山
市

今
治
市

西
条
市

新
居
浜
市

福
岡
県
の
う
ち

福
岡
市

北
九
州
市

京
都
郡
苅
田
町

久
留
米
市

佐
賀
県
の
う
ち

鳥
栖
市

長
崎
県
の
う
ち

長
崎
市

佐
世
保
市

熊
本
県
の
う
ち

熊
本
市

大
分
県
の
う
ち

大
分
市

鹿
児
島
県
の
う
ち

鹿
児
島
市

霧
島
市

沖
縄
県
の
う
ち

那
覇
市
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○

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関

す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
百
二
十
五
号
）
（
第
五
条
関
係
）（

傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
合
衆
国
軍
隊
へ
の
引
渡
し
等
の
証
明
）

（
合
衆
国
軍
隊
へ
の
引
渡
等
の
証
明
）

第
四
条

法
第
八
条
本
文
に
規
定
す
る
証
明
は
、
法
第
六
条
の
規
定
の
適
用
を
受

第
四
条

法
第
八
条
本
文
に
規
定
す
る
証
明
は
、
法
第
六
条
の
規
定
の
適
用
を
受

け
た
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
物
品
（
以
下
「
軍
納
品
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
合

け
た
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
物
品
（
以
下
「
軍
納
品
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
合

衆
国
軍
隊
に
引
き
渡
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
物
品
の
記
号
、
番
号
、

衆
国
軍
隊
に
引
き
渡
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
物
品
の
記
号
、
番
号
、

品
名
、
個
数
、
数
量
及
び
価
格
、
軍
納
品
の
う
ち
合
衆
国
軍
隊
が
使
用
す
る
施

品
名
、
個
数
、
数
量
及
び
価
格
、
軍
納
品
の
う
ち
合
衆
国
軍
隊
が
使
用
す
る
施

設
又
は
物
品
に
付
合
さ
れ
、
混
和
さ
れ
又
は
加
工
さ
れ
た
物
品
に
つ
い
て
は
、

設
又
は
物
品
に
附
合
、
混
和
又
は
加
工
さ
れ
た
物
品
に
つ
い
て
は
、
そ
の
物
品

そ
の
物
品
を
付
合
し
た
当
該
施
設
若
し
く
は
物
品
又
は
そ
の
物
品
を
使
用
し
た

を
附
合
し
た
当
該
施
設
若
し
く
は
物
品
又
は
そ
の
物
品
を
使
用
し
た
製
品
及
び

製
品
及
び
副
産
物
の
品
名
及
び
数
量
を
記
載
し
、
か
つ
、
合
衆
国
軍
隊
の
権
限

副
産
物
の
品
名
及
び
数
量
を
記
載
し
、
且
つ
、
合
衆
国
軍
隊
の
権
限
あ
る
官
憲

あ
る
官
憲
が
発
給
し
た
証
明
書
を
も
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

が
発
給
し
た
証
明
書
を
も
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
証
明
書
は
、
当
該
証
明
書
に
よ
る
証
明
に
係
る
軍
納
品
の

２

前
項
に
規
定
す
る
証
明
書
は
、
当
該
証
明
書
に
よ
る
証
明
に
係
る
軍
納
品
の

輸
入
を
許
可
し
た
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
税
物
品
の
滅
失
の
承
認
の
申
請
手
続
）

（
免
税
物
品
の
滅
失
の
承
認
の
申
請
手
続
）

第
五
条

法
第
八
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
税
関
長
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る

第
五
条

法
第
八
条
但
書
に
規
定
す
る
税
関
長
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

者
は
、
滅
失
し
た
物
品
の
品
名
、
数
量
及
び
価
格
並
び
に
滅
失
し
た
事
由
を
記

、
滅
失
し
た
物
品
の
品
名
、
数
量
及
び
価
格
並
び
に
滅
失
し
た
事
由
を
記
載
し

載
し
た
申
請
書
を
当
該
物
品
の
輸
入
を
許
可
し
た
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

た
申
請
書
を
当
該
物
品
の
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

な
ら
な
い
。

ら
な
い
。
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○

（
第
六
条
関
係
）

輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
百
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
関
税
を
免
除
す
る
物
品
に
係
る
内
国
消
費
税
に
つ
い
て
の
免
税
等
の
手
続
等

（
関
税
を
免
除
す
る
物
品
に
つ
い
て
の
免
税
等
の
手
続
等
）

）
第
十
三
条

（
省

略
）

第
十
三
条

同

上

２

法
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
又
は
第
三
項
第
二
号
若
し
く

２

法
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
又
は
第
三
項
第
二
号
若
し
く

は
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
内
国
消
費
税
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
関

は
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
内
国
消
費
税
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
関

税
定
率
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
第
十
九
条
第
一
項

税
定
率
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
第
十
九
条
第
一
項

（
標
本
、
参
考
品
及
び
学
術
研
究
用
品
の
免
税
の
手
続
）
、
第
二
十
条
第
一
項

、
第
二
十
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項

（
寄
贈
物
品
の
免
税
の
手
続
）
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
（
博
覧
会
等
に
お

若
し
く
は
第
三
十
四
条
第
一
項
（
免
税
の
手
続
）
に
規
定
す
る
書
面
又
は
同
令

い
て
使
用
さ
れ
る
物
品
の
免
税
の
手
続
）
、
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
（
条
約

第
二
十
五
条
第
一
項
（
免
税
の
手
続
）
に
規
定
す
る
申
請
書
に
、
そ
の
免
除
を

の
規
定
に
よ
る
特
定
用
途
免
税
貨
物
の
免
税
の
手
続
）
若
し
く
は
第
三
十
四
条

受
け
よ
う
と
す
る
内
国
消
費
税
の
税
目
及
び
税
率
の
適
用
が
異
な
る
ご
と
に
、

第
一
項
（
再
輸
出
貨
物
の
免
税
の
手
続
）
に
規
定
す
る
書
面
又
は
同
令
第
二
十

当
該
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
条
第
一
項
（
自
動
車
等
の
引
越
荷
物
の
免
税
の
手
続
）
に
規
定
す
る
申
請
書

に
、
そ
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
内
国
消
費
税
の
税
目
及
び
税
率
の
適
用
が

異
な
る
ご
と
に
、
当
該
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

（
省

略
）

３

同

上

４

法
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
又
は
第
三
項
第
二
号
若
し
く

４

法
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
又
は
第
三
項
第
二
号
若
し
く

は
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
内
国
消
費
税
の
免
除
を
受
け
た
者
（
関
税
定
率
法
施

は
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
内
国
消
費
税
の
免
除
を
受
け
た
者
（
関
税
定
率
法
施

行
令
第
二
十
六
条
第
五
項
（
特
定
用
途
免
税
貨
物
の
用
途
外
使
用
の
届
出
等
）

行
令
第
二
十
六
条
第
五
項
（
用
途
外
使
用
と
さ
れ
な
い
譲
渡
の
届
出
）
の
規
定

の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
課
税
物
品
の
譲
渡
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
が
、
そ

の
適
用
を
受
け
て
課
税
物
品
の
譲
渡
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
が
、
そ
の
免
除

の
免
除
を
受
け
た
課
税
物
品
を
関
税
定
率
法
第
十
五
条
第
一
項
（
特
定
用
途
免

を
受
け
た
課
税
物
品
を
関
税
定
率
法
第
十
五
条
第
一
項
（
特
定
用
途
免
税
）
又

税
）
又
は
第
十
七
条
第
一
項
（
再
輸
出
免
税
）
に
規
定
す
る
期
間
内
に
そ
の
用

は
第
十
七
条
第
一
項
（
再
輸
出
免
税
）
に
規
定
す
る
期
間
内
に
そ
の
用
途
以
外

途
以
外
の
用
途
に
供
し
、
若
し
く
は
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
令
第
二

の
用
途
に
供
し
、
若
し
く
は
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
税
定
率
法
施
行
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十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
三
十
七
条
第
一
項
（
再
輸
出
免
税
貨

令
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
三
十
七
条
第
一
項
（
免
税
物

物
の
用
途
外
使
用
等
の
届
出
）
に
規
定
す
る
届
出
書
に
、
そ
の
免
除
を
受
け
た

品
の
用
途
外
使
用
等
の
届
出
）
に
規
定
す
る
届
出
書
に
、
そ
の
免
除
を
受
け
た

内
国
消
費
税
の
税
目
及
び
税
率
の
適
用
が
異
な
る
ご
と
に
、
当
該
課
税
物
品
の

内
国
消
費
税
の
税
目
及
び
税
率
の
適
用
が
異
な
る
ご
と
に
、
当
該
課
税
物
品
の

品
名
及
び
数
量
等
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

品
名
及
び
数
量
等
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
・
６

（
省

略
）

５
・
６

同

上

７

法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
消
費
税
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

７

法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
消
費
税
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
そ
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
物
品
の
関
税
法
第
六
十
七
条
（
輸
出
又
は

は
、
そ
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
物
品
の
関
税
法
第
六
十
七
条
（
輸
出
又
は

輸
入
の
許
可
）
の
規
定
に
基
づ
く
輸
入
の
申
告
（
第
十
六
条
の
二
第
二
項
に
お

輸
入
の
許
可
）
の
規
定
に
基
づ
く
輸
入
の
申
告
（
第
十
六
条
の
二
第
二
項
に
お

い
て
「
輸
入
申
告
」
と
い
う
。
）
の
際
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書

い
て
「
輸
入
申
告
」
と
い
う
。
）
の
際
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書

面
を
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

面
を
そ
の
保
税
地
域
の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
～
四

（
省

略
）

一
～
四

同

上

（
税
関
長
の
権
限
の
委
任
）

（
税
関
長
の
権
限
の
委
任
）

第
三
十
条

保
税
地
域
か
ら
引
き
取
ら
れ
る
課
税
物
品
に
係
る
法
そ
の
他
の
内
国

第
三
十
条

保
税
地
域
か
ら
引
き
取
ら
れ
る
課
税
物
品
に
係
る
法
そ
の
他
の
内
国

消
費
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
税
関
長
の
権
限
は
、
次
の
各
号
に
掲

消
費
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
税
関
長
の
権
限
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
権
限
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
税
関
官
署
の
長
に
委
任
さ
れ

げ
る
権
限
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
税
関
官
署
の
長
に
委
任
さ
れ

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
消
費
税
法
第
五
十
一
条
第
二
項
（
引
取
り
に
係
る

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
消
費
税
法
第
五
十
一
条
第
二
項
（
引
取
り
に
係
る

課
税
貨
物
に
つ
い
て
の
納
期
限
の
延
長
）
に
規
定
す
る
課
税
貨
物
及
び
特
例
申

課
税
貨
物
に
つ
い
て
の
包
括
の
納
期
限
の
延
長
）
に
規
定
す
る
課
税
貨
物
及
び

告
に
係
る
課
税
物
品
に
つ
い
て
の
第
二
号
に
掲
げ
る
税
関
長
の
権
限
並
び
に
国

特
例
申
告
に
係
る
課
税
物
品
に
つ
い
て
の
第
二
号
に
掲
げ
る
税
関
長
の
権
限
並

税
通
則
法
第
四
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
国
税
の
徴
収
の
所
轄
庁
）
の
規
定

び
に
国
税
通
則
法
第
四
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
国
税
の
徴
収
の
所
轄
庁
）

に
基
づ
く
税
関
長
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
税
関
長
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な

の
規
定
に
基
づ
く
税
関
長
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
税
関
長
が
自
ら
行
う
こ
と
を

い
。

妨
げ
な
い
。

一
・
二

（
省

略
）

一
・
二

同

上

２

（
省

略
）

２

同

上

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種

３

同

上

の
国
際
取
引
に
関
す
る
条
約
附
属
書
Ⅰ
、
附
属
書
Ⅱ
及
び
附
属
書
Ⅲ
に
掲
げ
る

種
（
同
条
約
第
十
五
条
３
及
び
第
二
十
三
条
２
の
規
定
に
よ
り
日
本
国
が
留
保
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を
付
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
標
本
（
同
条
約
第
一
条
⒝
に
規
定
す
る
標

本
を
い
う
。
）
に
該
当
す
る
課
税
物
品
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
基

づ
く
税
関
長
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
財
務
大
臣
が
指
定
す
る
税
関
官
署
の
長
を

除
き
、
委
任
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

一

（
省

略
）

一

同

上

二

国
税
通
則
法
第
二
章
第
三
節
（
賦
課
課
税
方
式
に
よ
る
国
税
に
係
る
税
額

二

国
税
通
則
法
第
二
章
第
三
節
（
賦
課
課
税
方
式
に
よ
る
国
税
に
係
る
税
額

等
の
確
定
手
続
）
及
び
法
第
六
条
の
規
定
（
関
税
法
第
六
条
の
二
第
一
項
第

等
の
確
定
手
続
）
及
び
法
第
六
条
の
規
定
（
関
税
法
第
六
条
の
二
第
一
項
第

二
号
イ
（
税
額
の
確
定
の
方
式
）
に
規
定
す
る
貨
物
に
該
当
す
る
課
税
物
品

二
号
イ
（
賦
課
課
税
方
式
）
に
規
定
す
る
貨
物
に
該
当
す
る
課
税
物
品
へ
の

へ
の
適
用
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

適
用
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る

税
関
長
の
権
限
の
う
ち
郵
便
物
以
外
の
課
税
物
品
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

財
務
大
臣
が
指
定
す
る
税
関
官
署
の
長
に
は
、
委
任
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

５

（
省

略
）

４

同

上

６

（
省

略
）

５

同

上
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○

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
（
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
申
告
書
の
提
出
先
の
特
例
を
適
用
し
な
い
物
品
の
指
定
）

第
四
十
五
条
の
三
の
二

法
第
八
十
五
条
第
三
項
（
法
第
八
十
七
条
の
七
第
二
項

及
び
第
八
十
八
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定

す
る
政
令
で
定
め
る
物
品
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
防

衛
援
助
協
定
第
六
条
１
ｂ
に
規
定
す
る
資
材
、
需
品
又
は
装
備
と
す
る
。

（
引
取
り
に
係
る
石
油
製
品
等
の
免
税
の
手
続
等
）

（
引
取
り
に
係
る
石
油
製
品
等
の
免
税
の
手
続
等
）

第
四
十
八
条
の
九

（
省

略
）

第
四
十
八
条
の
九

同

上

２
～
６

（
省

略
）

２
～
６

同

上

７

法
第
九
十
条
の
四
第
六
項
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

７

同

上

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
石
油
製
品
等
の
所
在
場
所
の
所
轄

税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
省

略
）

一
～
四

同

上

五

当
該
石
油
製
品
等
の
引
取
り
に
つ
き
法
第
九
十
条
の
四
第
一
項
の
承
認
を

五

当
該
石
油
製
品
等
の
引
取
り
に
係
る
税
関
、
当
該
引
取
り
に
つ
き
法
第
九

受
け
た
税
関
及
び
そ
の
年
月
日
並
び
に
当
該
承
認
に
係
る
承
認
書
の
番
号

十
条
の
四
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
年
月
日
及
び
当
該
承
認
に
係
る
承
認
書

の
番
号

（
引
取
り
に
係
る
特
定
石
炭
の
免
税
の
手
続
等
）

（
引
取
り
に
係
る
特
定
石
炭
の
免
税
の
手
続
等
）

第
四
十
八
条
の
十

（
省

略
）

第
四
十
八
条
の
十

同

上

２
・
３

（
省

略
）

２
・
３

同

上

４

法
第
九
十
条
の
四
の
二
第
四
項
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

４

同

上

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
特
定
石
炭
の
所
在
場
所
の
所

轄
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
～
四

（
省

略
）

一
～
四

同

上

五

当
該
特
定
石
炭
の
引
取
り
に
つ
き
法
第
九
十
条
の
四
の
二
第
一
項
の
承
認

五

当
該
特
定
石
炭
の
引
取
り
に
係
る
税
関
、
当
該
引
取
り
に
つ
き
法
第
九
十

を
受
け
た
税
関
及
び
そ
の
年
月
日
並
び
に
当
該
承
認
に
係
る
承
認
書
の
番
号

条
の
四
の
二
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
年
月
日
及
び
当
該
承
認
に
係
る
承
認

書
の
番
号

（
引
取
り
に
係
る
沖
縄
発
電
用
特
定
石
炭
等
の
免
税
の
手
続
等
）

（
引
取
り
に
係
る
沖
縄
発
電
用
特
定
石
炭
等
の
免
税
の
手
続
等
）

第
四
十
八
条
の
十
一

（
省

略
）

第
四
十
八
条
の
十
一

同

上

２
・
３

（
省

略
）

２
・
３

同

上

４

法
第
九
十
条
の
四
の
三
第
四
項
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

４

同

上

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
沖
縄
発
電
用
特
定
石
炭
等
の

所
在
場
所
の
所
轄
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
省

略
）

一
～
四

同

上

五

当
該
沖
縄
発
電
用
特
定
石
炭
等
の
引
取
り
に
つ
き
法
第
九
十
条
の
四
の
三

五

当
該
沖
縄
発
電
用
特
定
石
炭
等
の
引
取
り
に
係
る
税
関
、
当
該
引
取
り
に

第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
税
関
及
び
そ
の
年
月
日
並
び
に
当
該
承
認
に
係
る

つ
き
法
第
九
十
条
の
四
の
三
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
年
月
日
及
び
当
該
承

承
認
書
の
番
号

認
に
係
る
承
認
書
の
番
号
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○

コ
ン
テ
ナ
ー
に
関
す
る
通
関
条
約
及
び
国
際
道
路
運
送
手
帳
に
よ
る
担
保
の
下
で
行
な
う
貨
物
の
国
際
運
送
に
関
す
る
通
関
条
約
（
Ｔ
Ｉ
Ｒ
条
約
）
の
実
施
に

伴
う
関
税
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
七
号
）
（
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
差
押
え
の
場
合
の
届
出
）

（
差
押
え
の
場
合
の
届
出
）

第
十
条

免
税
コ
ン
テ
ナ
ー
の
管
理
者
は
、
免
税
コ
ン
テ
ナ
ー
が
コ
ン
テ
ナ
ー
条

第
十
条

免
税
コ
ン
テ
ナ
ー
の
管
理
者
は
、
免
税
コ
ン
テ
ナ
ー
が
コ
ン
テ
ナ
ー
条

約
第
四
条
２
に
規
定
す
る
差
押
え
を
受
け
た
と
き
は
、
第
六
条
第
一
号
及
び
第

約
第
四
条
２
に
規
定
す
る
差
押
え
を
受
け
た
と
き
は
、
第
六
条
第
一
号
及
び
第

二
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
差
押
え
を
受
け
た
年
月
日
及
び
理
由
を
記
載
し
た

二
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
差
押
え
を
受
け
た
年
月
日
及
び
理
由
を
記
載
し
た

書
面
を
当
該
免
税
コ
ン
テ
ナ
ー
の
輸
入
を
許
可
し
た
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ

書
面
を
当
該
免
税
コ
ン
テ
ナ
ー
の
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
提
出
し
な
け

ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。
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○

相
殺
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
五
号
）
（
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
還
付
）

（
還
付
）

第
十
五
条

法
第
七
条
第
二
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
貨
物
に
係
る
相
殺
関
税

第
十
五
条

法
第
七
条
第
二
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
貨
物
に
係
る
相
殺
関
税

の
還
付
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
輸
入
者
は
、
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
相
殺
関

の
還
付
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
輸
入
者
は
、
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
相
殺
関

税
の
額
及
び
そ
の
計
算
の
基
礎
を
記
載
し
た
還
付
請
求
書
に
、
要
還
付
額
が
あ

税
の
額
及
び
そ
の
計
算
の
基
礎
を
記
載
し
た
還
付
請
求
書
に
、
要
還
付
額
が
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
の
十
分
な
証
拠
を
添
え
て
、
こ
れ
を
当
該
指
定
貨
物
の
輸
入

る
こ
と
に
つ
い
て
の
十
分
な
証
拠
を
添
え
て
、
こ
れ
を
当
該
指
定
貨
物
の
輸
入

を
許
可
し
た
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

税
関
長
は
、
当
該
提
出
さ
れ
た
書
面
の
写
し
及
び
当
該
証
拠
を
財
務
大
臣
に
送

、
税
関
長
は
、
当
該
提
出
さ
れ
た
書
面
の
写
し
及
び
当
該
証
拠
を
財
務
大
臣
に

付
す
る
も
の
と
す
る
。

送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
～
４

（
省

略
）

２
～
４

同

上
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○

不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
六
号
）
（
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
還
付
）

（
還
付
）

第
十
九
条

法
第
八
条
第
三
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
貨
物
に
係
る
不
当
廉
売

第
十
九
条

法
第
八
条
第
三
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
貨
物
に
係
る
不
当
廉
売

関
税
の
還
付
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
輸
入
者
は
、
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
不

関
税
の
還
付
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
輸
入
者
は
、
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
不

当
廉
売
関
税
の
額
及
び
そ
の
計
算
の
基
礎
を
記
載
し
た
還
付
請
求
書
に
、
要
還

当
廉
売
関
税
の
額
及
び
そ
の
計
算
の
基
礎
を
記
載
し
た
還
付
請
求
書
に
、
要
還

付
額
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
十
分
な
証
拠
を
添
え
て
、
こ
れ
を
当
該
指
定
貨

付
額
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
十
分
な
証
拠
を
添
え
て
、
こ
れ
を
当
該
指
定
貨

物
の
輸
入
を
許
可
し
た
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

物
の
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

お
い
て
、
税
関
長
は
、
当
該
提
出
さ
れ
た
書
面
の
写
し
及
び
当
該
証
拠
を
財
務

に
お
い
て
、
税
関
長
は
、
当
該
提
出
さ
れ
た
書
面
の
写
し
及
び
当
該
証
拠
を
財

大
臣
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

務
大
臣
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
～
４

（
省

略
）

２
～
４

同

上
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○

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
二
百
二
十
号
）
（
第
九
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
（
第
一
条
、
第
三
条
、
第
四
条
関
係
）

別
表
（
第
一
条
、
第
三
条
、
第
四
条
関
係
）

番

号

手

続

番

号

手

続

一

一

（
省

略
）

同

上

～

～

三
九

三
九

四
○

関
税
法
第
六
十
七
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
第
二
号
（
輸
出
申

四
○

関
税
法
第
六
十
七
条
の
二
第
二
項
第
一
号
（
輸
出
申
告
又
は
輸
入

告
又
は
輸
入
申
告
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
（
関
税

申
告
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
（
関
税
法
施
行
令
第

法
施
行
令
第
五
十
九
条
の
六
第
一
項
第
二
号
（
保
税
地
域
等
に
入

五
十
九
条
の
四
第
一
項
第
四
号
（
輸
入
申
告
の
手
続
の
特
例
）
に

れ
な
い
で
輸
入
申
告
を
す
る
こ
と
の
承
認
の
申
請
）
に
掲
げ
る
場

掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

合
を
除
く
。
）

四
○
の

関
税
法
第
六
十
七
条
の
三
第
二
項
（
輸
出
申
告
の
特
例
）
の
規
定

四
○
の

関
税
法
第
六
十
七
条
の
三
第
二
項
（
輸
出
申
告
の
特
例
）
の
規
定

二

に
よ
る
貨
物
確
認
書
の
提
出

二

に
よ
る
承
認
の
申
請
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
に
規

定
す
る
貨
物
確
認
書
の
提
出

四
一

四
一

（
省

略
）

同

上

～

～

六
四
の

六
四
の

四

四

六
四
の

関
税
定
率
法
施
行
令
第
十
六
条
第
一
項
（
再
輸
入
免
税
貨
物
の
輸

六
四
の

関
税
定
率
法
施
行
令
第
十
六
条
第
一
項
（
再
輸
入
免
税
貨
物
の
輸

五

入
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
書
若
し
く
は
証
明
書
の
提
出
又

五

入
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
書
若
し
く
は
証
明
書
の
提
示
又

は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出

は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出

六
四
の

六
四
の

六

六
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（
省

略
）

同

上

～

～

一
○
一

一
○
一


